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令和５年６月21日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和５年度宮崎県一般会計補正

予算(第２号)

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第11号 工事請負契約の締結について

○請願第１号 「森林整備を一層推進するため、

森林の多い地域への森林環境譲

与税の配分を高めるよう譲与基

準の見直しを求める意見書」の

提出を求める請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和４年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

○その他報告事項

・令和４年度大気、水質等の測定結果について

・令和５年度海水浴場水質調査結果について

・次期指定管理候補者の選定について（川南遊

学の森、ひなもり台県民ふれあいの森、諸県

県有林共に学ぶ森、林業技術センター）

○閉会中の継続審査

出席委員（８人）

委 員 長 安 田 厚 生

副 委 員 長 松 本 哲 也

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 日 髙 利 夫

委 員 本 田 利 弘

委 員 今 村 光 雄

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

環境森林部次長
田 代 暢 明

（ 総 括 ）

環境森林部次長
松 井 健太郎

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 松 浦 好 子

環 境 管 理 課 長 野 口 辰 美

循環社会推進課長 今 村 俊 久

自 然 環 境 課 長 川 畑 昭 一

森 林 経 営 課 長 松 永 雅 春

森林管理推進室長 永 田 誠 朗

山村･木材振興課長 二 見 茂

み や ざ き ス ギ
笹 山 寿 樹

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 清 藤 勝 也

林業技術センター所長 池 田 孝 行

木 材 利 用 技 術
上 野 清 文

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

農政水産部次長
長谷川 武

（ 総 括 ）

農政水産部次長
日 髙 義 幸

（ 技 術 担 当 ）

畜 産 局 長 河 野 明 彦

農 村 振 興 局 長 小 野 正 寛

水 産 局 長 鈴 木 信 一

農 政 企 画 課 長 原 田 大 志

中山間農業振興室長 梶 原 正太郎

農業流通ブランド課長 大 田 直

令和５年６月21日(水)
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農業普及技術課長 蛯 原 智 子

農 産 園 芸 課 長 黒 木 正 理

畜 産 振 興 課 長 水 野 和 幸

家畜防疫対策課長 坂 元 和 樹

農 村 計 画 課 長 鳥 浦 茂

農 村 整 備 課 城ヶ﨑 浩 一

担い手農地対策課 馬 場 勝

水 産 政 策 課 長 大 村 英 二

漁 業 管 理 課 長 赤 嶺 そのみ

漁港漁場整備室長 小 野 勘 治

工 事 検 査 監 内 田 豊 光

総合農業試験場長 東 洋一郎

畜 産 試 験 場 長 林 田 宏 昭

県立農業大学校長 松 田 義 信

水 産 試 験 場 長 西 府 稔 也

事務局職員出席者

議事課主任主事 飯 田 貴 久

総務課主任主事 森 口 浩 司

○安田委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、日程案につきましては、お手元の配付の

とおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

○殿所環境森林部長 環境森林部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、常任委員会資料の２ページを御覧

ください。

本日の説明事項は、予算議案が１件、報告事

項が２件、その他報告事項が３件であります。

まず、１の予算議案は、議案第１号「令和５

年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」につい

てであります。

次に、２の報告事項は、令和４年度繰越明許

費及び令和４年度事故繰越しについて報告いた

します。

３のその他報告事項は、令和４年度大気、水

質等の測定結果についてなど、３項目について

報告いたします。

３ページを御覧ください。

この表は、議案第１号「令和５年度宮崎県一

般会計補正予算」に関する歳出予算を課別に集

計したものでございます。

今回の補正では、一般会計で、表の中ほど、

補正額Ｂ列の小計の欄にございますように、５

億4,406万9,000円の増額をお願いしております。

補正後の一般会計予算額は、その右側にありま

すとおり、210億9,820万4,000円となります。

この結果、補正後の予算額は、一般会計と特

別会計を合わせまして223億3,418万5,000円とな

ります。

４ページを御覧ください。

これは、県の新たなアクションプランの策定

に伴い、アクションプランにある５つのプログ

ラムのうち、環境森林部に関連のある３つのプ

ログラムに係る事業について整理したものであ

ります。

１つ目のプログラム、上のほうにございます

が、「希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり」

令和５年６月21日(水)
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につきましては、ゼロカーボン関連の事業や治

山事業など、計13の事業を掲載しております。

その下のほうのプログラム、「社会減ゼロへの

挑戦」につきましては、４ページから６ページ

にかけて、国立公園の整備や有害鳥獣の捕獲、

環境に関する普及啓発、再造林対策など、計59

の事業について掲載しております。

７ページを御覧ください。

３つ目のプログラム、「力強い産業の創出・地

域経済の活性化」についてであります。

７ページから８ページにかけて、林業の担い

手育成に加え、森林クラウド、林業用ドローン

といったスマート林業の促進のほか、特用林産

物や木材の需要開拓など、計44の事業について

掲載しております。

私からの説明は以上でございます。

各説明事項の詳細につきましては、それぞれ

の担当課長が説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。

○安田委員長 次に、議案について説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○松浦環境森林課長 当課の補正予算について

御説明いたします。

常任委員会資料の10ページを御覧ください。

補正額は、左から２列目の欄にありますよう

に、一般会計で３億9,711万1,000円の増額をお

願いしております。

この結果、補正後の額は、右から３列目の欄

にありますとおり、30億7,297万9,000円となり

ます。

11ページを御覧ください。

資料中ほどの（事項）地球温暖化防止対策費

の説明欄１から５の新規事業について御説明さ

せていただきます。

12ページを御覧ください。

新規事業「ゼロカーボン・ドライブ推進事業」、

予算額は、右上に記載のとおり1,650万円であり

ます。

事業の目的ですが、県の公用車として電気自

動車を導入し、電気自動車の普及啓発を図りま

すとともに、充電用の太陽光発電設備を設置し、

再エネ由来の電力の利用拡大を図るものであり

ます。

次のページの現状と課題を御覧ください。

県では、2030年までに公用車のうちの対象車

両─これは特殊車両や貨物車両、四輪駆動車

などを除いた乗用車になります─は、全てＥ

Ｖなどの電動車に更新する目標を設定しており

ます。

右側の棒グラフのとおり、電気自動車は、ガ

ソリン車等と比べて温室効果ガスの排出量が少

なく、また、再エネ由来電力で充電すれば、排

出量を実質ゼロとすることもできます。

そのため、事業内容及び効果の事業イメージ

に記載しておりますように、県庁７号館前に充

電スタンドを設置した駐車場を整備した上で、

７号館屋上に10キロワット程度の太陽光発電設

備をリース方式で設置することとしております。

前のページにお戻りください。

事業の概要に記載しております事業内容等に

つきましては、先ほど御説明させていただいた

とおりであり、（３）の成果指標は、温室効果ガ

スの削減効果を年間４トン、燃料費の削減効果

を年間30万円見込んでおります。

事業の期間は、令和５年度の単年度となって

おります。

14ページをお開きください。

新規事業「県有施設太陽光発電設備等設置事
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業」、予算額は1,550万円であります。

事業の目的ですが、延岡総合庁舎にリース方

式で太陽光発電設備を設置し、再エネ由来電力

の活用を図りますとともに、県有施設における

脱炭素化を推進するため、木材利用技術センタ

ーへのＬＥＤ照明の導入に向けた設計を行うも

のであります。

次のページの現状と課題を御覧ください。

県庁の脱炭素化の取組を推進するには、省エ

ネ設備や再エネ設備の導入が必要であり、県の

環境基本計画では、県有施設への太陽光パネル

の導入目標も設定しているところであります。

そのため、事業内容及び効果に記載しており

ますとおり、延岡総合庁舎に50キロワット程度

の太陽光発電設備をリース方式で設置いたしま

すとともに、木材利用技術センターの照明のＬ

ＥＤ化に向けた設計を行うこととしております。

前のページにお戻りください。

事業の概要に記載しております事業内容等に

つきましては、先ほど御説明させていただいた

とおりであり、（３）成果指標は、温室効果ガス

削減効果を年間50トン、燃料費の削減効果を年

間290万円見込んでおります。

事業期間は、令和５年度の単年度となってお

ります。

16ページをお開きください。

新規事業「省エネ家電導入支援事業」、予算額

は１億5,000万円であります。

事業の目的ですが、省エネ家電の導入を支援

することにより、電気料金高騰の影響を受けて

いる県民の負担を軽減するとともに、温室効果

ガス排出削減を図るものであります。

次のページの現状と課題を御覧ください。

左側の折れ線グラフは、一般家庭における電

気料金の推移を示しておりますが、２年前との

比較では17％高騰しております。また、右側の

円グラフは、一般家庭における電力の使用割合

を表しておりますが、エアコンと冷蔵庫が多く

の電力を使用しております。

前のページにお戻りいただき、事業の概要を

御覧ください。

一定の省エネ基準を満たした冷蔵庫やエアコ

ンを購入された県民に対しまして、右側の表に

記載しております購入金額に応じて、１万円か

ら３万円のギフトカードを交付することとして

おります。

（３）成果指標は、省エネ家電導入台数を6,000

台、また、電気料金で年間2,300万円、温室効果

ガスで年間220トンの削減効果を見込んでおりま

す。

事業の期間は、令和５年度の単年度となって

おります。

18ページをお願いいたします。

新規事業「県内事業者省エネ設備導入支援事

業」、予算額は１億511万1,000円であります。

事業の目的ですが、省エネ設備の導入を支援

することにより、電気料金高騰の影響を受けて

いる県内事業者を支援いたしますとともに、温

室効果ガス排出削減を図るものであります。

次のページの現状と課題を御覧ください。

帝国データバンクの調査によりますと、電気

料金の総額は１年前より９割以上の企業で増加

しており、また、平均で約1.4倍に増加している

とのことです。

また、右側の円グラフでは、一般的なオフィ

スにおける電力の使用割合を表しておりますが、

御覧のとおり、空調と照明で多くの電力を消費

しております。

前のページにお戻りいただき、事業の概要を

御覧ください。
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県内事業者の空調設備の更新や照明のＬＥＤ

改修に対しまして、補助率３分の１以内、補助

上限額200万円で支援することとしております。

（３）成果指標は、省エネ設備の導入事業者

数を100社、また、電気料金で年間2,200万円、

温室効果ガスで年間320トンの削減効果を見込ん

でおります。

事業の期間は、令和５年度の単年度となって

おります。

20ページをお開きください。

新規事業「蓄電池・ＥＶを活用した再エネ電

力自家消費促進事業」、予算額は１億1,000万円

であります。

事業の目的ですが、県民や県内事業者の蓄電

池や電気自動車等の導入を支援いたしまして、

再エネ由来電力の自家消費を促進し、購入する

電力量の削減を図り、光熱費負担を軽減するも

のであります。

次のページの現状と課題を御覧ください。

左側の折れ線グラフのとおり、この一年で家

庭向けの電気料金の単価は約３割上昇し、昨年12

月時点で37.8円です。

一方、右側のグラフは売電ＦＩＴ価格の推移

ですが、年々下がり、2023年は16円となってお

り、太陽光パネルで発電した電気は、売るより

も自家消費するほうが電気料金の削減になると

いう状況になっております。

そのため、事業内容及び効果に取組イメージ

を記載しておりますが、太陽光発電設備の設置

を要件とした上で、①として、定置式の蓄電池

の導入、②として、移動式の蓄電池になる電気

自動車の導入を支援いたします。また③として、

電気自動車にためた電気を住宅や事業所で使用

するために必要となる設備、Ｖ２Ｈの導入を支

援いたします。

なお、太陽光発電設備を新たに設置する場合

については、当初予算において支援策を講じて

いるところでございます。

これらの再エネ関連設備の導入を進めること

で、光熱費負担軽減はもとより、化石燃料に依

存しないゼロカーボン社会づくりを推進してい

きたいと考えております。

前のページにお戻りください。

事業の概要に記載しております事業内容等に

つきましては、先ほど御説明させていただいた

とおりでありますが、それぞれの補助率や補助

額は、表の右側に記載のとおりでございます。

（３）成果指標は、電気自動車のバッテリー

も含めた蓄電池の導入件数を250件見込んでおり

ます。

事業の期間は、令和５年度の単年度となって

おります。

○川畑自然環境課長 自然環境課の補正予算に

ついて御説明いたします。

常任委員会資料の23ページを御覧ください。

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で１億1,795

万8,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、37億4,110万6,000円となり

ます。

24ページを御覧ください。

上から５段目の（事項）県単治山事業費につ

きましては、左から２列目の補正額の欄にあり

ますように、1,000万円の増額をお願いしており

ます。

この事業は、説明にありますように、県が実

施する国庫補助の対象とならない小規模な災害

復旧や治山施設の維持管理を行う臨時県単治山

事業であります。
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次の（事項）県単補助治山事業費は、左から

２列目の補正額の欄にありますように、9,000万

円の増額をお願いしております。

この事業は、説明にありますように、市町村

が実施する国庫補助の対象とならない小規模な

災害復旧などを対象に補助を行う３つの事業で、

いずれも補助率は３分の２となります。

１の県単集落防災事業につきましては5,000万

円の補正を、２の自然災害防止治山事業につき

ましては1,000万円の増額を、３の暮らしを守る

山村集落環境整備事業につきましては、治山ダ

ム等を利用した水源施設等を整備するもの

で、3,000万円の補正をお願いしております。

先ほど説明しました県単治山事業費とこれら

の事業で、被災林地や荒廃林地を早期に復旧・

整備することにより、命や暮らしを守る災害に

強い県づくりに資するもので、共に国土強靭化

関連予算として計上させていただいております。

次に、下から３段目の（事項）ドローン飛行

許可証取得費、補正額445万8,000円、新規事業

「ドローン飛行許可証取得事業」につきまして

は、26ページからの資料で説明いたします。

次の25ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）自然公園事業費、補

正額1,350万円、新規事業「国定公園・県立自然

公園誘客等促進事業」につきましても、28ペー

ジからの資料で説明いたします。

それでは、常任委員会資料の26ページを御覧

ください。

新規事業「ドローン飛行許可証取得事業」、

予算額は445万8,000円であります。

事業の目的でありますが、ドローン飛行に必

要な国家資格を有する県職員を育成し、山地災

害調査などを迅速かつ安全に実施し、災害の早

期復旧につなげ、県民の安全、安心を確保する

ことを目的としております。

次のページの現状と課題を御覧ください。

特に私どもが所管する森林の災害は奥地で発

生するため、調査には労力と時間を要している

ほか、被災状況の全容把握に苦慮しているとこ

ろでございます。

また、災害発生現場までの道路が崩壊するな

ど、現場条件も非常に厳しく、調査時における

職員の安全確保も図る必要があります。

このような中、昨年12月にドローンの操縦ラ

イセンス制度が開始され、無資格者はドローン

機体の目視外飛行や高度150メートル以上の飛行

ができなくなり、業務に支障が生じる状況にあ

ります。

山間部でのドローンの操作には高度な技術が

求められる中、現状は、飛行に必要な知識や技

術を有する人材や機材が不足している状況であ

ります。

このようなことから、前のページにお戻りい

ただき、今回の事業の概要ですが、（１）の①に

ありますように、ドローン操縦者技能証明二等

相当の資格取得に必要な講習受講料や学科・実

地試験の費用のほか、証明書発行の手数料８名

分を計上しております。

また、２にありますように、各出先事務所へ

配備するドローン４台を購入することとしてお

ります。

次に、（２）、事業主体は県でございます。

（３）、成果指標としましては、現状、資格保

有者はゼロ人でありますが、令和７年度までに24

人を育成する目標としております。

事業期間は、令和５年度から令和７年度の３

か年を予定しております。

続きまして、常任委員会資料の28ページを御

覧ください。
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新規事業「国定公園・県立自然公園誘客等促

進事業」、予算額は1,350万円であります。

事業の目的は、市町村による国定公園・県立

自然公園への誘客等を促進する取組を支援し、

本県の豊かな自然環境を生かした観光振興・地

域活性化を推進するものです。

次のページの現状と課題を御覧ください。

本県の自然公園利用者数は、コロナ禍により

大幅に減少をしております。

また、アフターコロナのレジャーとして自然

指向が高まっておりますが、国定公園・県立自

然公園内の施設は、老朽化や通信環境の整備の

遅れなど、ニーズの不一致が問題となっており

ます。

さらに、自然公園の誘客等に係る環境省の交

付金等は、国立・国定公園が対象となりますが、

国からの配分は十分と言えず、また、県立公園

は対象外となっております。

前のページにお戻りください。

事業の概要を御覧ください。

（１）の事業内容ですが、受入環境整備とし

て、国定公園または県立自然公園のワーケーショ

ン環境整備のためのＷｉ―Ｆｉ設置やトイレの

洋式化などを行う市町村を支援することとして

おり、補助率は10分の4.5以内となっております。

（３）の成果指標としましては、老朽化した

施設の改修等を行うことで利用者の満足度が高

まり、令和３年度はコロナ禍で落ち込み421

万2,000人となった利用者数を、令和７年度まで

にコロナ禍前の827万3,000人に回復させること

を目標としております。

事業期間は、令和５年度を予定しております。

○松永森林経営課長 森林経営課の補正予算に

ついて御説明いたします。

資料の30ページをお願いいたします。

補正額は、左から２列目の欄にありますよう

に、一般会計で1,000万円の増額をお願いしてお

ります。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、一般会計、特別会計を合わせま

して104億4,447万9,000円となります。

31ページへお進みください。

資料中ほどの（事項）みやざきスマート林業

推進費の説明欄１の事業内容につきましては、

次の32ページからの資料で説明させていただき

ます。

新規事業「林業用ドローン操縦者技能証明取

得支援事業」、予算額は1,000万円であります。

林業用ドローンの操縦につきましては、右側

の表「航空法改正に伴う飛行ルールの見直し」

の太く囲っている部分にありますとおり、飛行

の態様が、ドローンの作業に直接関係のない第

三者上空以外で、写真にありますドローンによ

る苗木運搬など、高度150メートル以上、目視外

飛行等となる場合は、これまでは飛行ごとに許

可・承認が必要でしたが、令和４年12月からの

改正後は、二等無人航空機操縦技能証明を取得

することにより、承認等の手続の一部が不要ま

たは省略できるようになりました。

また、スマート林業に取り組む林業事業体の

ドローン操縦技能証明取得支援に対する要望が

多い状況でございます。

このため、事業の目的は、ドローン操縦者育

成に係る経費を支援し、再造林に必要な調査や

コンテナ苗等の運搬へのドローンの活用を推進

し、再造林の推進、省力化・軽労化技術の普及

促進を図るものであります。

事業の概要ですが、（１）、（２）のとおり、

再造林に取り組む林業事業体に対しまして、ド

ローン操縦者技能証明（二等）の取得に必要な



- 8 -

令和５年６月21日(水)

講習料や受験費用について、１人20万円を上限

として、経費の２分の１以内を支援するもので

あります。

（３）の成果指標は、新規取得者を３年間で150

人育成することとしております。

事業の期間は、令和５年度から令和７年度ま

での３か年としております。

○二見山村・木材振興課長 山村・木材振興課

の補正予算について御説明いたします。

常任委員会資料の34ページをお願いいたしま

す。

当課の補正予算につきましては、左から２列

目の補正額にありますとおり、一般会計で1,900

万円の増額補正をお願いしております。

この結果、当課の補正後の予算額は、右から

３列目にありますように、一般会計、特別会計

を合わせまして41億8,445万8,000円となります。

次の35ページへお進みください。

上から５行目の（事項）木材産業振興対策費

の説明欄１、新規事業「原木流通情報デジタル

化推進モデル事業」の事業内容につきましては、

後ほど御説明をいたします。

中ほどの（事項）林業担い手総合対策基金事

業費、1,300万円の増額であります。

説明欄１、改善事業「ひなたのチカラ林業担

い手確保育成推進事業」につきましては、「ひな

たのチカラ林業経営者」に対し、造林作業に従

事する新規就業者への助成などを行うものであ

りますが、今回の補正では、林業従事者の負担

軽減につながる空調服や苗木運搬用ドローンの

導入、高性能林業機械のアタッチメントの交換

等への支援を追加するものであります。これら

の支援を通じまして、再造林を担う事業体の育

成、人材の確保・育成を図りたいと考えており

ます。

次の36ページへお進みください。

新規事業「原木流通情報デジタル化推進モデ

ル事業」であります。予算額は600万円でありま

す。

事業の目的ですが、山元土場から原木市場等

までの原木流通情報のデジタル化及びネットワ

ークの構築を支援することにより、持続的な森

林経営と原木の安定供給体制の強化や、原木市

場等における業務の効率化を図るものでありま

す。

次の37ページの現状と課題を御覧ください。

原木の伐採から流通においては、原木取扱量

が増加し、業務量が増加している一方で、情報

のデジタル化が進んでいないことから、原木市

場では紙伝票を手作業で入出力をするなど、非

効率な作業のままとなっております。

また、素材生産の現場においても、有利な販

売につながる市売り情報等とのデジタル化によ

る連携が求められております。

さらに、伐採の終了確認を行う市町村におい

ても、正確な伐採情報の入手や確認作業の効率

化が課題となっており、原木流通情報のデジタ

ル化・ネットワーク化の必要性が高まっており

ます。

その下の事業内容及び効果を御覧ください。

ただいま申し上げたような状況から、この事

業では、伐採事業者が伐採届を市町村に提出し

た後に、その基本情報を新たに開発する専用ア

プリで二次元コード化し、さらに、その情報に

流通段階ごとに、山元土場の位置情報、市場へ

の出荷情報、販売情報等を付加し、原木管理ク

ラウド上において、デジタル情報として一元的

に管理をいたします。これにより、関係者は必

要な情報をクラウド上から取得できるようにな

ります。
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前の36ページにお戻りください。

事業の概要に記載しております事業内容等に

ついては、先ほど説明させていただいたとおり

でありますが、補助率については２分の１以内

としております。

このような取組により、（３）成果指標にあり

ますように、県森林組合連合会系統の８つの原

木市場のデジタル化を行い、森林経営の持続化

や合法性の確認など、原木市場における業務の

効率化を図る先進的なモデルの構築を図ってま

いりたいと考えております。

事業期間は、一番下にありますように、令和

５年から令和７年度までの３年間としておりま

す。

○安田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○日髙委員 新規事業「省エネ家電導入支援事

業」、１億5,000万円ということですが、これに

ついて確認をさせていただきたいと思っており

ます。

今回、宮崎再生ということで、県民へのそう

いった予算をいろいろ組んでいただいて、非常

に県民も助かるかなと思っているんですね。特

に省エネ家電については、県民全体が対象とい

うことですよね。そうすると、私たちも情報を

知っておかないと、問合せが多分あるんじゃな

いかと思っているんです。

今回、省エネ家電を6,000台ということですの

で、単純に100万人でさっき割ってみたら、167

人に１台という計算になりました。私、東諸県

郡ですが、人口２万5,000人ですから、単純にい

けば120～130台ですよ。ですから、そういった

要望が上がってくれば、相当やっぱり影響力が

あるかなと思っているんです。

そこで、幾つか質問させていただきたいのは、

まず、ギフトカードを支給することになってい

ますよね。今までもこういった形の事業があっ

て、使えるお店と使えないお店があって、県民

も相当不満があったといったこともありました。

このギフトカードはどこでも使えるという考え

方でよろしいんですか。

○松浦環境森林課長 今、想定しておりますの

は、ＪＣＢやＶＩＳＡとか全国の広い店舗等で

使えるギフトカードを想定しておりますので、

一定の県民の方が買いたいなというようなとこ

ろで使えるようなものになっているかと思って

おります。

○日髙委員 家電ということですから、若い人

はいいかもしれないけれども、年配の方に不具

合が起こることへの心配は、全くしなくて大丈

夫ということですか。

○松浦環境森林課長 事業の仕組みのところで、

この事業は、コンペ方式で事務局となってくだ

さる事業者を選びまして、事業をお願いするん

ですが、そこではコールセンター等で電話の問

合せ等に丁寧に対応するようにお願いすること

にしておりますので、申請の仕方がわからない

とか、そういったお問合せにも対応できる体制

を取りたいと思っております。

○日髙委員 今、言われました事務局ですが、

交付の申請の流れから、どの辺にどういう形で

置くのかとか、詳しく教えてもらえませんか。

○松浦環境森林課長 事務局は、これから企画

コンペで決定することになるんですけれども、

決まりましたら、補助の申請の受付から、先ほ

ど申しました問合せ、それから、支給するギフ

トカードの額の決定、そして発送、そういった

一連の業務をお願いすることにしております。

○日髙委員 ということは、市町村や商工会と
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かは関係なくて、民間委託ということですね。

それと、県民が直接事務局に申請するという

ことですが、スムーズにいくんですか。今まで

の事業で一番問題だったのが、国の持続化給付

金の申請です。あれは非常に煩雑で評判が悪かっ

たんですけれども、スムーズにできる簡単な申

請の方法ということで、安心していいんですか。

○松浦環境森林課長 常任委員会資料の17ペー

ジの下のほうに、事業のスキームを図式化して

おります。下の左のほうになりますけれども、

まず、県と事務局が委託契約を結びまして、そ

の後の交付申請からギフトカードのお届けまで、

スムーズに事務処理ができるような形で打合せ

等をしていきたいと考えております。

○日髙委員 今回、対象品目をエアコンと冷蔵

庫に限定していますね。テレビは入らないとい

うことですよね。電力の消費割合からいくと、

エアコンが14.7％、テレビが11.8％で、それほ

ど変わりはないので、テレビも対象にすると需

要が相当増えるのかなと思いますが、対象品目

は、エアコンと冷蔵庫の２点に限定するのか。

それから、この事業だけじゃなくて、他の事

業もそうですけれども、事業が始まる前に既に

家電を購入した人がいる場合は、遡及して対応

できるのか。事業が始まった時点から後に購入

した人だけが対象となるのでしょうか。

○松浦環境森林課長 まず、対象品目のお話で

すけれども、これにつきましては、限られた予

算でより効果の高い品目ということで、冷蔵庫

とエアコンが一番消費電力が高いため、その２

点に絞らせていただいております。

あと、事業期間のお話ですけれども、補正予

算ですので、今回御審議いただいて、予算が通

りましてから事業を着手することになりますの

で、スタートするのが８月末から９月ぐらいに

なるかと思います。予算のルール上、それより

も前に購入された方は対象外となります。

○日髙委員 対象外ということですよね。

じゃあ、それまでは周知はしないということ

ですか。もし仮に、その事業があることを分かっ

ていたら買うのをちょっと待っていたのにとか、

そういう話が多分出てくると思うんです。

エアコンが対象品目ですけれども、９月とか

になったら購入はもう終わっていますよね。９

月から始まりますよとか、そういった周知を事

前にやる必要はないのでしょうか。

○松浦環境森林課長 この補正予算を審議いた

だいて、予算が通りましたら、早急に家電量販

店等にＰＲさせていただきまして、お待ちにな

られたら補助金の対象になりますよということ

をお客様にお伝えしていただけたらなと思って

おります。

○日髙委員 みんな期待していると思いますの

で、しっかりとＰＲしていただきますようお願

いします。

○丸山委員 要望も含めてなんですが、事業ス

タートは８月末から９月ということでしたが、

７月前後が一番暑くなって、買い替えたいとい

う要望が非常に強くなる時期ですから、事業開

始が８月末というのは遅すぎるかなと思ってい

ます。

６月28日が採決日ですけれども、できればも

う少し前倒しで早急にコンペをやるようにして

いただきたいと思いますが、コンペに当たって

の準備は、どんな状況なのか。

○松浦環境森林課長 委員がおっしゃいました

とおり、既に事務的な準備作業には入っている

ところですけれども、この予算が議決されまし

たら早急に準備を進めてまいります。ただ、事

務局を決めるに当たって、コンペ方式をとりま
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すので、公平性を保つために一定の募集期間は

必要だと考えております。

そして、事務局が決まった後の問合せ対応を

する人員の整備ですとか、事務内容の研修です

とか、一定の準備期間を加味しておりまして、

８月末から９月になるかなと想定しているんで

すけれども、今、御指摘にありましたとおり、

家電を購入する時期とかも考えまして、できる

だけ早い時期にスタートしたいと考えておりま

す。

○丸山委員 ぜひ早くしていただきたいと思っ

ていますし、あと、これは家電の更新だけが対

象なのか、新しく購入するのも対象なのか。電

気代を削減するための更新というのがセットな

のか、その辺が少し分かりづらいですが、どう

なんでしょうか。

○松浦環境森林課長 更新と新規購入にこだわ

らず、一定の省エネ基準をクリアした家電を購

入された方が対象となります。

○野﨑委員 県民向けと事業者向けの事業があ

るので、いろいろ説明をもらったんですけれど

も、このようにして県民に広めていきたいとか、

周知の仕方も説明に入れてもらうといいかなと

思ったところでした。

あと、県内の家電量販店にもいろいろ周知す

るということでしたけれども、今、ネットでも

買えるんですよね。県内事業者の育成を考える

と県内事業者で限定すると思いますが、ネット

のほうが安ければネットで買う方もいらっしゃ

いますけれども、そこら辺の線引きは何かあり

ますか。

○松浦環境森林課長 今回の事業では、ネット

で購入された場合は対象外としておりまして、

県内の家電量販店で購入された方のみを対象と

しております。

○野﨑委員 この事業が人気があって、例えば、

予算がすぐなくなったというときには、また、

次の事業を展開してもらうといいかなと思って

おります。

○黒岩委員 13ページの「ゼロカーボン・ドラ

イブ推進事業」なんですけれども、2023年まで

に県の公用車全部を切り替えるということなん

ですが、まず、全体で対象車両はどれぐらいあ

るんでしょうか。

○松浦環境森林課長 県の公用車は全体で約870

台なんですが、先ほど申しましたけれども、特

殊車両等を除きました対象車両は約250台になり

ます。

○黒岩委員 今回が２台ということですから、

次年度以降、予算を相当獲得しないと厳しいか

なと思うんですが、財政当局と協議は整ってい

るんでしょうか。

○松浦環境森林課長 当課の予算では今年度は

２台ですけれども、実は、昨年度も電気自動車

を13台購入しておりまして、あと、県の公用車

の電気自動車化の進め方なんですけれども、そ

れぞれ公用車の更新時期がございますので、対

象車両の更新のタイミングで、次に買うときに

は電動車を買うようにということで、財政当局

とも話をしているところでございます。

○黒岩委員 それでは、２点目なんですけれど

も、32ページの林業用ドローン操縦者のところ

ですが、技能証明の取得にはどれぐらいの期間

が必要なんでしょうか。

○永田森林管理推進室長 まず、この技能証明

を取るのに、登録をすることになっています。

その登録が済みましたら、例えば、取得する方

法としては、国のほうが指定している登録講習

機関、自動車で言えば自動車学校みたいなとこ

ろ、そういったところに行って、学科講習とか
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実地講習を受けてもらいます。それから、指定

試験機関というものがありまして、そちらのほ

うで試験を受けていただく、そういった感じに

なっております。期間につきましては、しばら

くお待ちください。

○黒岩委員 私が一番知りたいのは、今回1,000

万円の予算を組んでおられますけれども、実際

に事業者の方からのニーズがあるかどうかとい

うところなんですよ。あまり日数がかかり過ぎ

て、手が挙がらないんじゃないかとか、そういっ

たことがないのかどうかの確認なんですけれど

も。

○永田森林管理推進室長 この事業の仕組みに

つきましては、事前に素材生産業者、宮崎県造

林素材生産事業協同組合連合会と、ひなたのチ

カラ林業経営者、そういったところに要望調査

をかけまして、そのときに、36者158人からそう

いった技能証明の取得に興味を持っているとい

う回答をいただいていますので、それで、単純

に年間50人で３年間で150人という規模にしてお

ります。

○丸山委員 先ほどの「ゼロカーボン・ドライ

ブ推進事業」ですが、各出先機関にどれくらい

太陽光発電を設置している施設や電気自動車に

対応できる充電施設があるのか、そして、いつ

までに全ての出先機関に設置するという計画な

のかを教えてください。

○松浦環境森林課長 昨年度は、福祉事務所や

保健所とか、出先機関を中心に13台の電気自動

車を配備いたしました。そのときに電気自動車

の導入と併せて充電設備の設置工事も行ってい

るところでございます。

ただ、太陽光パネルまではついていないんで

すけれども、普通の電源から電気自動車に充電

するようなスタイルを取っております。

もう一つのお尋ねの、太陽光パネルを設置し

ている県有施設なんですが、現在、大体売電で

使っている太陽光パネルが多いんですけれども、

現在、動いているのが18施設だと把握しており

ます。

ただ、今回のゼロカーボン・ドライブ推進事

業で御説明しましたように、電気自動車を入れ

て、それを再エネ由来の電気で走るようなシス

テムは、まだ現在整っていないんですけれども、

今後、そのような形でいくように整備していき

たいと考えております。

○丸山委員 県庁７号館に太陽光発電をつけて、

ゼロカーボンを進めていくと思っていますが、

本来はいくつ必要なのか。県の公用車が電気自

動車になっていくと思っているときに、充電に

対応できる場所が本当にあるのか。

そして、今までは地元のガソリンスタンドに

給油をお願いしていて、それでどうにか経営が

できていたガソリンスタンドもあったと思いま

すが、全てを電気自動車に替えていいのかとい

う議論を商工観光労働部やガソリンスタンドと

されているものなんでしょうか。

○松浦環境森林課長 今、委員が御指摘になり

ましたような電気自動車化を進めることが地元

にとってどんな影響を与えるかというところま

では、正直申しまして、まだ議論をしていない

ところですけれども、今後の進め方につきまし

ては、今御指摘のあったことも踏まえまして、

どのような形がいいか検討していきたいと思い

ます。

○丸山委員 特に中山間地域では、ガソリンス

タンドがないと困るという地域も結構あります。

全てを電気自動車に本当に替えていいのかは、

もう少し慎重に議論をしていただいて、必要な

ものは残していくようにしないと、特に中山間



- 13 -

令和５年６月21日(水)

地域は苦労しているという話も聞いているもの

ですから、その辺は市町村や事業所を含めてしっ

かりと議論していただくとありがたいと思いま

す。

○松浦環境森林課長 今、御指摘のことを踏ま

えた上で、検討してまいりたいと思います。

○野﨑委員 電気自動車はいくらするんですか。

○松浦環境森林課長 一般の乗用車ですと450万

円から500万円、軽自動車になりますと250万円

から300万円と聞いております。

○野﨑委員 今回の２台は乗用車ですか。

○松浦環境森林課長 今回、お願いしています

２台については、一般の乗用車を想定しており

ます。

○野﨑委員 ドローンの協会や団体はものすご

く多くあるんですよ。技能証明取得のときにど

この団体を選ぶとか、そういったのは詰めてい

らっしゃるんですか。

○松永森林経営課長 まず、登録講習機関とし

まして、国土交通省が定めた機関が県内に８か

所あります。

国土交通省が定めた機関以外にも民間のドロ

ーンのスクールみたいなものはまた別にたくさ

んあります。

○野﨑委員 技能証明を取らせる方はどこに行

かせるんですか。１か所ではなくばらばらに行

かせるんですか。

○永田森林管理推進室長 例えば、宮崎市や延

岡市、佐土原町、えびの市と、８か所が県内そ

れぞれの場所にありますので、そういったとこ

ろに講習に行ってもらうということを想定して

おります。

○野﨑委員 国土交通省が定めたところと民間

でやっているところもあって、職員が技能証明

を取りにいくんですよね。それはもう職員が選

んでばらばらに行くのか、ある程度、県のほう

が決めて、この地域はここで取りなさいって決

めてやるのか、分からなかったのですが。

○永田森林管理推進室長 仕事の業務の都合も

あると思いますので、近いところで取得するよ

うなことを想定しております。

○野﨑委員 じゃあ、自由に選択して、行ける

ところに行くという感じでいいんですね。

○永田森林管理推進室長 そのように考えてい

ます。

それから、先ほど、黒岩委員から御質問があ

りました取得に要する時間についてですが、講

習を受ける時間数が決まっておりまして、約22

時間なんですけれども、長くても１週間程度で

終わるのかなと思っております。

○丸山委員 先ほどの説明の中で、素材生産事

業協同組合連合会とかひなたのチカラ林業経営

者のところに要望を聞いていますということ

だったんですが、県としても再造林をしっかり

やるという大きな目標があると思います。ひな

たのチカラ林業経営者の登録を取ったところは、

再造林をしっかりやっていこうという事業体だ

と思っているものですから、そこは補助率を少

し上げるといった支援をしないといけないと

思っているんですが、その辺の協議はされてい

ないものなんでしょうか。

○永田森林管理推進室長 まず、32ページの事

業の説明のところにも書いてあるんですが、素

材生産事業体とかひなたのチカラ林業経営者と

かから要望を取ったんですけれども、再造林に

取り組む林業事業体を対象としたスキームでこ

の補助事業に取り組んでいきたいと考えており

ます。

○丸山委員 ぜひ再造林がしっかりと進むよう

な形でやっていただきたいと思っています。あ
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と、飛行の態様ごとにこれまでは許可や承認を

しなくちゃいけなかったのが、一部が不要とか

省略されると書いているんですが、技能証明を

取ることによってどれくらい簡略化できるとい

うメリットがあるのか教えてください。

○永田森林管理推進室長 例えば、高度150メー

トル以上とか総重量25キログラム以上であれば、

許可や承認が必要ですが技能証明を取得すれば

省略できるとか、それぞれの飛行の態様によっ

て少し違います。事業体がどの飛行の態様を選

択するかによって、不要となる部分も出てくる

と考えております。

○丸山委員 ちょっと説明が分かりませんでし

た。技能証明を取得しないと、ドローンを使っ

た移送ができないから技能証明を取ってほしい

ということなのか、技能証明を取得しなくても

ドローンを使って移送ができると思っていいの

か。

技能証明を取得した林業事業体が再造林しや

すいようにできるだけ簡略化したほうがいいと

思います。講習を受ける人たちにも、技能証明

を取得しないと許可が必要で煩雑になることを

しっかり説明をしていただきたいと思いますが、

どんなふうに取り組もうとしているのか教えて

ください。

○永田森林管理推進室長 今回の改正の中で、

飛行区分とか方法によって、承認等の手続きが

省略されることが明記されていますので、状況

によって若干違ってくると思うんですけれども、

考えているのは、苗木運搬とかで総重量25キロ

グラム以上や高度150メートル以上の飛行をする

場合が関係してくるのかなと考えております。

○丸山委員 現場では、高度150メートル以上の

高さがあったり、総重量25キログラム以上とな

る物を運ぶことはあるので、技能証明は本来必

要なものだろうと思ってましたが、その辺が分

かったような分からないような。

特に県南地区は小さい山が多くて、再造林が

進んでいないと聞いているものですから、ドロ

ーンで運んだほうが効率がいいので、メリット

がある形で取得支援事業をやってほしいと思っ

ています。技能証明を取らなくてもいいよって

なると、技能証明を取らずに勝手にドローンを

使う事業体もあったりするんじゃないかなと

思っています。

できれば、事故のことも考えて、作業効率と

安全性の確保のために技能証明を絶対取りま

しょうという形にしたほうが、私はいいんじゃ

ないかなと思ったものですから、その議論をも

う少し深めていただくとありがたいです。

○松井環境森林部次長（技術担当） 今まで、

地形の測量や写真撮影とかに使っていたドロー

ンは、小型で安全性の高いものが多かったです

けれども、いろいろな技術開発が進んできて、

重量物を運んだり、目視外飛行も簡単にできる

ようになりました。そういった大型化、高性能

化していくと安全性の問題がやはり非常に重要

になってきます。

全国的に見れば、死亡事故も発生しています

ので、そういった意味でもこういった技能証明

を取得するということは、大変重要なことだと

思っています。

法令上は、高度150メートル以上、総重量25キ

ログラム以上、目視外、そういった場合には技

能証明が必要ですよとなっているわけですけれ

ども、運用する中で、当然、想定外の事態も出

てきますので、基本的には、やはりしっかり技

能証明を取得していただいた上で運用していた

だくと。普及のほうもまだ十分進んでいない状

況ですから、普及するような方策についても県
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としてはしっかり検討していくのかなと思って

いるところでございます。

○野﨑委員 今のを分かりやすくいえば、技能

証明を持っていない人はドローンの操縦はでき

ないよと、単純な話でいいんですか。

○松井環境森林部次長（技術担当） そこので

きるできないについては、法令の決まりがあり

ますので、してはいけないということを県で定

めることはできないとは思います。基本的には、

やはり技能証明を持っていることが林業として

活用するには望ましいので、それを奨励してい

く形なのかなと思っております。

○野﨑委員 技能証明が要らない条件であって

も、やはり次長が説明したように事故があるか

もしれませんし、高度140メートルと150メート

ルでは、10メートルしか変わらないのに、そこ

で技能証明を取得しなくてもいい人と必要な人

が存在するわけです。法的には技能証明が不要

な場合もあるかもしれませんが、私としては、

操縦する人は基本的に取得した上で、ドローン

の操作に携わっていただきたいと思います。

○松井環境森林部次長（技術担当） 何よりも

安全が第一だと思いますので、安全がきちんと

確保されるよう、指導してまいりたいと思って

おります。

○黒岩委員 28ページの自然環境課の「国定公

園・県立自然公園誘客等促進事業」なんですが、

市町村に対する補助ということですけれども、

県の直営事業があるのかどうかを確認をさせて

いただきたいと思います。

○川畑自然環境課長 国の補助金等を活用して

県でも事業をやっているところでございます。

具体的に申しますと、令和５年度につきまして

は、日向市の平岩で公園整備等をやっておりま

す。それから、今年はまだ着手はしておりませ

んけれども、日南市の贄波で整備を予定してい

るところでございます。

○黒岩委員 県が直営でやる事業と市町村に対

する補助事業のすみ分けの基準はどうなってい

るんでしょうか。

○川畑自然環境課長 基本的には、自然公園の

施設としては県が所有する施設とそこに市町村

が整備しているキャンプ場等の施設がございま

すので、それぞれの管理者が整備するというこ

とになっております。県が所有しているトイレ

等の設備に関しましては、県のほうでやってお

りますし、例えば、直近でありますと高千穂の

トイレとかそういったものを整備しております。

それから、市町村が管理しているものであれば、

キャンプ場とかが多いんですけれども、そういっ

たところは、国の補助金とか県の補助金を活用

しまして、市町村が整備をしている状況でござ

います。

○黒岩委員 ということは、県立公園の中であっ

ても県が管理する部分と市町村が整備した部分

があって、今回は地元の市町村が整備したもの

について、もしくは整備しようとするものにつ

いて補助をしますよということでしょうか。

○川畑自然環境課長 今回の整備は、市町村が

管理するものに対して整備をすることとしてお

ります。

○日髙委員 関連です。この事業は1,350万円と

いうことで、ハード事業にしては金額がちょっ

と少ないのかなと思ったところですが、市町村

に対する補助ということですから、事前に市町

村からの要望は取られているんですよね。

○川畑自然環境課長 今回、令和５年度事業を

やる予定としていたところで、国の予算の配分

がなかったところがございますので、一応、今

回、そういったところを対象に事業を実施しよ
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うと考えております。

○日髙委員 ということは、事前に前年度に要

望を取ったということじゃないんですか。

○川畑自然環境課長 一応、令和５年度事業に

つきましては、市町村の要望を取りまして、国

のほうに補助金の要望をしております。県単独

の事業は予算に限りがありますので、国の事業

を活用しているところなんですけれども、今回、

予算が承認いただけましたら、市町村に再度、

照会するんですけれども、今回は、令和５年度

に予定したところで実施できていないところが

ありますので、そういったところに声かけをし

て事業を実施していきたいと考えております。

○日髙委員 そう難しい話ではないんですが、

令和５年度、単年度の事業ということですので、

市町村からの要望というのはどれぐらいあって、

今回、そのうちのいったい何パーセントぐらい

がこの事業で当てはまっているのかをお伺いし

ます。

○川畑自然環境課長 具体的には申し上げられ

ませんが、今回、予算額が1,350万円ですので、

事業費ベースでいきますと、3,000万円の事業を

予定しております。箇所としましては1,000万円

程度のものを３か所程度と考えております。今、

市町村と事前にいろいろ打ち合わせをさせてい

ただいておりますけれども、希望するところは

若干出てくるんじゃないかなと考えております。

○日髙委員 どこもいろんなところで老朽化が

出てきています。国スポの関係で補修ができる

ところもありますけれども、その枠に入らず市

町村が自前で改修しなくちゃいけないところが

結構出てきて、特に自己負担になると、お金が

ないからなかなか施工できない状況です。そう

なるとどんどん悪くなっていって、もっと早く

改修しておけばよかったと、そういうことが結

構あるんです。

インバウンドや観光という面から考えて、ト

イレが汚くて本当に大丈夫かという状態だった

ら、そこで施設のイメージがもうがらっと変わっ

てしまいます。今後とも、なるだけ市町村の意

見、これ４割５分ですが、２割とか３割とかに

補助率は下げてもらっても構いませんので、そ

ういったところへの支援は、長期的な目で今後

ともよろしくお願いします。

○川畑自然環境課長 自然公園の予算は限られ

たものがございますので、環境省の事業等を活

用しながら要望していきたいと思います。また、

さらに環境省以外の事業もありますので、そう

いった事業を紹介するなど、市町村と一緒になっ

て、老朽化した施設の更新や整備を進めてまい

りたいと考えております。

○丸山委員 今、キャンプがものすごくはやっ

ているものですから、自然公園の利用者は増え

ていると思っていたんですが、ここまで減った

理由はコロナのせいなのか。魅力がなかったの

か、維持管理をしっかりしていなかったのか。

ただ単に今回施設整備をやっても、また10年、20

年先に同じようになって利用者が伸びなくなる

んじゃないかと思います。

また、29ページに老朽化したトイレの写真が

ありますけれども、周りの木をしっかり伐採を

していれば、ここまでは朽ちなかったと思いま

す。これまでの維持管理がなっていなかったん

じゃないかということも含めて、しっかり市町

村と連携しないと、結局、1,000万円かけて３か

所ぐらい整備しても、また同じようなことが起

きてしまったら税金の無駄遣いだと思っていま

す。マネジメントを含めて、どうやって今後利

活用していくかという基本計画がしっかりして

いないと意味がないんじゃないかと思いますが、
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その辺の市町村との議論は進んでいるものなん

でしょうか。

○川畑自然環境課長 自然公園の利用に関しま

しては、これまではどちらかといえば規制事業

でございまして、入込みや開発を規制するよう

なことを中心にやってきました。最近、先ほど

言われましたように、一人キャンプとかインバ

ウンドとか、自然公園を活用しながら利用して

いくという方針に環境省も方針を変えておりま

すので、県といたしましても、既にある施設に

関しましては、予算の範囲内でありますけれど

も、必要性の高いものから整備を進めていると

ころでございます。

市町村との連携に関しましては、公園ごとに

誘客促進の計画を作成しておりますので、その

中で市町村がすること、県がすることを役割分

担して計画しておりますので、それに向けてやっ

ていきたいと思います。

一番最初にありました自然公園の利用者数減

少の原因なんですけれども、県内の自然公園の

中には、高千穂峡、日南海岸、青島とか、全て

県内有数の観光地を含めておりますので、そこ

辺りの入込者数が減ったことが一番かなとは

思っております。自然公園の入込数はなかなか

分からないんですけれども、直近でいきますと、

一人キャンプとかが増えていますので、利用者

は増えているのかなと思っております。

統計的にはなかなか出せないということであ

りますけれども、インバウンドを含めて利用者

の拡大を図っていきたいと考えております。

○丸山委員 市町村の利用計画もあるというこ

とですので、その利用計画が絵に描いた餅では

なくて、実行できるものになっているのか、も

う少ししっかりと詰めていただいて、補助対象

にならなかったものに対してせっかく県がサポ

ートしていただくんであれば、本当にそれ以上

の効果が出せるように市町村と連携しながら

やっていただいて、ようやく国のほうも自然公

園を利用してほしいという方針に変えてきてい

るものですから、そこをうまく使ってもらって、

宮崎県の魅力をつくるような形に、ぜひしてい

ただきたいと思っております。

○川畑自然環境課長 御指摘のとおり、市町村

と連携しながら公園の活用を図ってもらいたい

と考えております。

○黒岩委員 こういう自然公園の中にあるトイ

レは、管理者がいらっしゃれば清掃が行き届い

ているんですけれども、大体無人の施設という

のは清掃が行き届いていなくて、入る気になら

ないようなことが多いです。しかし、市町村側

からしますと、維持管理経費がかかったり、も

しくは山の中にあるものですから、なかなか人

がそこまで常時行くことができないという課題

もあるものです。こういう施設の整備の補助金

もなんですけれども、その維持管理の在り方に

ついても、市町村といろいろ議論をしながら、

快適に利用できるような環境整備を充実してほ

しいなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。これは要望でございます。

○本田委員 23ページの自然環境課の歳出予算

説明資料ですが、令和４年度の当初予算が37億

円、最終予算額が68億円ですけれども、今回も

補正後で37億円の予算を組まれています。昨年

度は、最終的に37億円が68億円になっていると

いうことで、非常に乖離が大きいんですけれど

も、こういう予算の組み方なのか。治山に関わ

ることなので、結果的にそういうことが起こっ

てみないと分からないことなのか、そこを教え

ていただきたいです。

○川畑自然環境課長 令和４年度の最終予算で
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ございますけれども、この増額となった主な理

由といたしましては、昨年度発生しました台風14

号等の被害によるものでございます。

数字では申し上げられませんけれども、当初

予算がなかったもので増えているものは、台風

災害による災害復旧の事業費、それから国の補

正もありましたので、その分が増えて、こういっ

た結果になっております。

○本田委員 基本、結果があってということと

感じたんですが、14号という大きな台風があっ

たんですけれどもあまりにも乖離が大きいので、

予測や過去からの統計を踏まえたある程度の上

積みをした予算は考えていらっしゃらないとい

うことなんですか。

○川畑自然環境課長 当初予算で災害関連の予

算は組んでおりますけれども、例年、事業の採

択、査定を受けて実施することになりますので、

例年、査定の結果を受けまして予算を計上して

実施しているという状況でございます。

○丸山委員 26ページのドローン飛行許可証取

得事業についてです。県職員もドローンで現場

の撮影ができたほうがいいというのは何となく

分かるんですけれども、委託でコンサルタント

にやってもらったほうが予算もかけずに済むん

じゃないかとか、ドローンを買わなくても委託

したほうがより性能のいいものがあったりとか

するんじゃないかと思います。

どういうふうにコンサルタントとの役割分担

を考えていて、今回こういう事業を起こしたの

か。あと、県土整備部や農政水産部とかも含め

てやっていくのか。どう考えていけばいいのか、

教えてください。

○川畑自然環境課長 先ほど説明をしましたけ

れども、環境森林部で所管する災害は、山奥の

現場が多くなります。コンサルタントのドロー

ンは、測量を目的としておりまして、レーザー

を搭載しているなどかなり高価なものになりま

す。そういったドローンを県職員が扱うのはな

かなか難しいため、コンサルタントにお願いす

ることになります。

我々が考えておりますのは、災害直後に現場

を調査するんですけれども、今回の災害でも１

週間から10日以上かかってやっております。一

番大変なのは、写真にありますように、山腹崩

壊ですと、下から見ただけでは上がどれだけ壊

れているか分からない状況でございますので、

歩いていかないといけないため、一番最初の初

動の現状把握で使いたいということで、今回ド

ローンを導入しております。

詳細な測量等につきましては、コンサルタン

トが大きなドローンを持っておりますので、そ

れで測量をするということとしております。

あと、県土整備部は今回、ドローンの計画は

しておりません。県土整備部の現場はどちらか

というと道のあるところですので、ドローンを

入れるとは聞いておりません。コンサルタント

に委託してやるのかなと考えております。

○丸山委員 確かに山の中の現場がかなり多い

ということで必要だと思っていますので、あと

は市町村も山の中の市道、町道、村道を管理し

ていることが多いものですから、その辺から要

請があったらぱっと連携していけるような協定

とか─協定まで結ばなくても必然的にやって

ほしいなと思っているんですが、その辺の話は

うまく進んでいるものなんでしょうか。

○川畑自然環境課長 現在、ドローンはあるん

ですけれども、協定を結んでやっているわけで

はございません。今回、ドローンを整備しまし

て、資格を持った職員を県の農林振興局に配置

します。各振興局は災害時等の地方の連絡本部



- 19 -

令和５年６月21日(水)

になりますので、そこの指揮のもとに活用して

いくのは可能かと考えております。

○丸山委員 36ページの「原木流通情報デジタ

ル化推進モデル事業」についてです。今、伐採

届を出しても、市町村が紙ベースでしか管理が

できないからということなんですが、今後はこ

のシステムができれば、全ての伐採届に関して

このデジタル化が進むと認識していいのか。も

しくは紙と併用していくのか、どんな形になっ

ていくのか。できれば、全て電子化したほうが

いいと思っていますが、その辺の市町村や伐採

業者との話合いはどの辺まで進んでいるのか教

えてください。

○笹山みやざきスギ活用推進室長 今回のモデ

ル事業につきましては、伐採届が出されたもの

について対応をするところでございます。です

ので、森林経営計画での伐採とか、また保安林

許可の伐採というのは、伐採届がありませんの

で、今回のモデルとしては、伐採届のものだけ

ということで、システムとこれまでどおり手作

業という流れになります。

○丸山委員 クラウド化してしっかり情報管理

をしていきたいということですので、本来は伐

採届があるものとないものを一緒に情報管理し

たほうがいいと思いますが、伐採届を出されて

いるのが何割になっているかを教えてください。

○笹山みやざきスギ活用推進室長 伐採届によ

る皆伐件数につきましては、全体の約８割でご

ざいます。残りが事後の届出等になります。

○丸山委員 モデル事業としてスタートするん

ですが、最終的には残りの２割についてもこの

クラウドにしっかり載せて、流通させたほうが

よりいいんじゃないかと思っているんですが、

最終的にはそこまでいくと理解してよろしいん

でしょうか。

○笹山みやざきスギ活用推進室長 委員の御指

摘のとおり、事後の届出も検討を加えていきな

がら、それをシステムに載せるというところま

で、将来的には考えていきたいと考えておりま

す。

○丸山委員 国有林も木材の伐採をすると思い

ますので、その辺はどのように考えているのか

を教えてください。

○笹山みやざきスギ活用推進室長 今回のシス

テムにつきましては、あくまでも民有林の伐採

届出についてモデルをつくるということでござ

いますので、国有林は入っておりません。

○丸山委員 国有林自体はこういうクラウドシ

ステムでやっていないのか、もしやっていれば、

それとひもづけるだけでできると思っています。

そういうのは、他のところでも恐らくこういう

ふうに始めた事業があるんじゃないかなと思い

ますが、国有林については今どういうシステム

でやっているんでしょうか。

○笹山みやざきスギ活用推進室長 国有林の部

分につきましては、はっきりとは分からないと

ころではございますが、このシステムについて

は、各原木市場での作業を効率化するというと

ころでございますので、原木市場に集められた

ものにつきまして、このシステムで対応すると

考えております。

○丸山委員 宮崎県が31年連続で素材生産の

トップでありますので、国もすごく注目してい

る県の一つだと思います。国有林は難しいかも

しれないけれども、２割の事後の届出も含めて、

原木流通がどういう形なのか把握できるように、

しっかりとしたモデルをつくって、市町村にお

いて再造林の確認が事務的にしやすくなるよう

な体制をしっかり構築できるようにしていただ

きたいと思っています。
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○笹山みやざきスギ活用推進室長 委員の御指

摘のとおり、このシステムにつきましては、事

務の効率化とか人為的なミスが減るとか、あと

有利な販売につながるということで考えており

ます。また、県としましても、合法伐採から合

法木材の流通が図れる、また市町村におきまし

ては、伐採後の確認ができる、また再造林の確

認もできるということで進めてまいりたいと思

います。

○日髙委員 話をぶり返して申し訳ないんです

が、先ほど、丸山委員が言われましたが、「省エ

ネ家電導入支援事業」についてです。

今年の夏はものすごく暑くなりそうです。事

業開始は８月から９月の初めという話をされて

いましたが、夏場を過ぎた後の事業開始になっ

て、そこからしか受付しないということですよ

ね。高齢者のことを心配するわけですが、地方

自治法上の予算執行の問題で、遡及はできない

ということですよね。

例えば、家電の現物はあるわけで、領収書も

あって、目視確認もしっかりできるということ

でしたら、４月からでも事業の対象にするとい

うことは、現行の予算執行上のやり方として、

違法に近いようなことになるのか。それとも、

自治体の判断で対象にできるのか。全く余地が

ないんですか。県が事業を始めてからの申請で

ないと対象にならないのか。

○松浦環境森林課長 この事業は、国の臨時交

付金を活用した事業でございまして、今回、補

正予算を上げておりますので、まず議決されな

いと予算執行できないというルールがございま

すので、４月からというのは不可能だと考えて

おります。少なくとも議決後になります。

それから、おっしゃるように、体制が整う前

までに買われた事業者や県民の方はどうなるか

というところなんですけれども、そこはちょっ

と会計処理上の問題とかを確認させていただき

たいと思います。

○日髙委員 結局、法的にそれはもう不可能と

いうことですね、４月から遡及して対象にする

のはあり得ないということですね。

それと、今言われた、議決した後からという

のも、どうなんですか。それは自治体の裁量で

はできないんですか。

○松浦環境森林課長 大変申し訳ありません。

議決後のいつまで遡及できるかについては、い

ろいろな関係各所に確認させていただきたいと

思います。

○日髙委員 県民が誰でも対象になるので、今

年の夏の問題を考えると、何かもう少しいいや

り方ができないのかなと思いますが、よろしく

お願いします。

○安田委員長 それでは、次の報告事項に関す

る説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○松浦環境森林課長 常任委員会資料の38ペー

ジをお開きください。

令和４年度に議会に承認いただきました繰越

事業につきまして、繰越額が確定しましたので

御報告いたします。

まず、令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算

書についてであります。主管課ごと、事業ごと

に記載しておりますが、40ページの一番下、合

計の欄にありますとおり、環境森林部全体で25

事業、繰越額は118億2,136万5,010円であります。

繰越理由につきましては、表の右側に事業ご

とに主なものを記載しておりますが、工法の検

討に日時を要したものや、国の補正予算の関係

により工期が不足したことによるものなどであ
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ります。

次に、41ページを御覧ください。令和４年度

宮崎県事故繰越し繰越計算書についてでありま

す。こちらも主管課ごと、事業ごとに記載して

おり、42ページ一番下の合計の欄にありますと

おり、環境森林部全体で７事業、繰越額は15

億9,342万8,444円であります。繰越理由につき

ましては、表の右側に記載しておりますが、主

なものは、災害の発生により資材搬入路の通行

不能に伴う工事の中断や資材搬入路の整備に日

時を要したことで工期が不足したことによるも

のなどであります。

○安田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について質疑はありませんか。

○丸山委員 去年の災害は非常に大きくて、現

場までなかなか行きづらい場所もあるというこ

とで、１回繰越しをしているんだけれども、事

故繰もかなり出てくるような気もします。今は

まだあと１年先の話なんですけれども、うまく

いってほしいなと思いつつ、今の発注状況なり

整備状況も含めて、現状ではどれくらい災害復

旧が進んでいると思っていいでしょうか。

○川畑自然環境課長 自然環境課で担当します、

山地災害等について御説明いたします。

昨年度の災害で、山地災害は県内で約106か所

ほど発生しております。そのうち令和４年度に

査定等を受けまして実施する予定の箇所が県単

事業も含めてですけれども34か所を予定してお

ります。令和５年度につきましては12か所ほど

を計画しておりまして、令和４年度につきまし

ては今年の１月ぐらいに査定等を終え、発注準

備にかかりまして、現在既に発注したところも

ございますけれども、今発注の準備を進めてい

るところでございます。７月末までには発注を

終えたいという計画で進めているところでござ

います。

この事業は順調にいって、当初は３月末で終

わる目標でいきますけれども、今年の進捗状況

によってはまた事故繰が発生する可能性はある

かと思いますが、一応、年度末完成を目指して

着手しているところでございます。

○丸山委員 できれば７月までにうまく発注し

ていただきたいと思うんです。結構、林務の仕

事は人気があまりないという話も伺っているも

のですから、うまく発注してほしいなと思って

いるんですが、その辺の苦労なんかは今どのよ

うな状況だと理解すればよろしいでしょうか。

○川畑自然環境課長 現在、発注準備を進めて

いるところでございます。県土整備部も含めて

多くの災害が発生しておりますので、市町村の

事業等もあるため事業者数が限られております。

その中で発注していく必要があるんですけれど

も、現場の箇所を一つにまとめて大きな単位で

発注するとか、そういった工夫をしながら、ま

た建設業界との意見交換を行いまして、それを

参考に発注時期等を決定してやっているところ

でございます。

いずれにしましても早期完成が必要でござい

ますので、そのためには受注していただかない

といけませんので、十分な調整を図りながら発

注して早期完成に努めたいと考えております。

○松永森林経営課長 森林経営課が所管します

林道災害の復旧状況について、御説明いたしま

す。

昨年度は、台風14号災を含めまして県内で198

路線、454箇所、約57億円の被害が発生しており

ます。この林道災害につきましては、市町村の

ほうで復旧していくわけですけれども、去年か

ら３か年、令和４年度から６年度で全部復旧す
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るようになっております。予算的に昨年度４割

を国からいただきまして、今年度45％ぐらいい

ただいて、今年度までに全部で85％は予算を確

保して完了していきたいです。ただ、やはり農

道とかでもいろいろな災害もありまして、そう

いったところでなかなか調整が行き届かない部

分も出てくると思われますので、今年度につき

ましても事故繰越しが発生しないように、なる

だけ市町村と連携を取りながらやっていきたい

と思います。

○安田委員長 ほかにないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○野口環境管理課長 常任委員会資料の44ペー

ジを御覧ください。

令和４年度大気、水質等の測定結果について

御説明いたします。

１、目的は県民の健康を保護し、生活環境を

保全するために関係法令に基づき、大気や水質

などの汚染状況の監視を行うものであります。

２、測定結果の総括でありますが、本県の大

気、水質、ダイオキシン類の測定結果は、一部

の項目で環境基準を超えた地点がありましたが、

おおむね良好な状況でございました。

次に、45ページを御覧ください。

大気、水質、ダイオキシン類の順に詳しく御

説明いたします。

まず３、大気の測定結果についてであります。

（１）大気汚染常時監視では、環境基準が定

められています右の表１の二酸化硫黄以下６項

目について測定を実施いたしました。その結果、

二酸化硫黄では田野測定局と都城自動車排出ガ

ス測定局の２局で環境基準を未達成、二酸化窒

素は全ての測定局で基準を達成、光化学オキシ

ダントは全ての測定局で未達成、浮遊粒子状物

質、微小粒子状物質、一酸化炭素につきまして

は、全ての測定局で環境基準を達成しておりま

した。

（２）有害大気汚染物質モニタリング調査で

は、ベンゼンなど４項目について県内４地点で

測定を行い、全てで環境基準を達成しました。

（３）今後の取組としまして、良好な大気の

状況を維持するために、常時監視や発生源に対

する監視指導を継続し、また光化学オキシダン

トについては大陸からの越境汚染も考えられま

すので、国に対して国際的な取組の継続を要望

してまいります。

次に、46ページを御覧ください。

４、水質の測定結果についてであります。右

の表２を御覧ください。

公共用水域では、生活環境項目のＢＯＤが79

水域・河川のうち都城市の花の木川の１つの水

域で環境基準を未達成、ＣＯＤは10水域・海域

全てで基準を達成、健康項目を測定している83

地点中、ヒ素が高千穂町の東岸寺用水取水点や

岩川用水取水点など３地点で基準を未達成、ヒ

素を除く26項目については、全ての地点で環境

基準を達成しておりました。

47ページを御覧ください。

（２）地下水では、環境基準が定められてい

るヒ素等について、概況調査を実施するととも

に、過去に基準を超過した井戸水について継続

監視調査を実施いたしました。

右の表３を御覧ください。

概況調査では、78地点全てで環境基準を達成、

継続監視調査では47地点中11地点でヒ素や揮発

性有機化合物などが環境基準を未達成でござい
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ました。

（３）今後の取組としまして、良好な水環境

を維持するために公共用水域や地下水の常時監

視はもとより、発生源に対する監視指導を行う

とともに、生活排水対策を継続して実施してま

いります。

次に、48ページを御覧ください。

５、ダイオキシン類の測定結果についてであ

ります。右の表４を御覧ください。

行政が実施する常時監視では、大気、水質等

全ての地点で環境基準を達成、設置者が自ら実

施する廃棄物焼却炉等の排出ガスの発生源自主

検査は、大気の69施設中１施設が排出基準を超

過しており、また行政が実施する発生源立入検

査では、大気の13施設中２施設が排出基準を超

過しておりました。県では、この排出基準を超

過した施設に対して、一度施設を停止させ改善

を指導し、改善を確認しております。

（４）今後の取組としまして、良好な環境を

維持するために、常時監視や発生源に対する監

視指導を継続して実施してまいります。

大気、水質等の測定結果につきましては以上

であります。

49ページを御覧ください。

続けて、令和５年度海水浴場水質調査結果に

ついて御説明いたします。

１、目的は、海水浴場の水質等の現状を把握

し、その結果を公表して県民等の利用に資する

ことであります。

右の図を御覧ください。

北は延岡市の１、下阿蘇海水浴場から、南の

串間市の15、高松海水浴場までの15か所の海水

浴場について、２、調査結果にありますように、

令和５年４月11日から５月10日までで調査を実

施いたしました。

３、調査項目は、ふん便性大腸菌群数、油膜

の有無、ＣＯＤ、透明度の４項目であります。

４、調査結果は、表にあります判定基準に当

てはめて、15か所全ての海水浴場の水質が「適」

と判定されました。

○松永森林経営課長 次期指定管理候補者の選

定について御報告いたします。

資料は50ページをお開きください。

環境森林部では４つの公の施設について、指

定管理者制度を導入しておりますが、今年度末

で３か年の指定管理期間が終了することから、

引き続き指定管理者を募集することとしており

ます。

まず１、現在の管理運営状況についてであり

ます。

（１）の施設の概要を御覧ください。一番上、

川南町にある宮崎県川南遊学の森は、県民の森

林に関する知識、技術の習得や森林との触れ合

いの場を提供するための施設で、現在の指定管

理者は公益社団法人宮崎県緑化推進機構であり

ます。

２つ目の小林市にある宮崎県ひなもり台県民

ふれあいの森、次の宮崎市高岡町にある宮崎県

諸県県有林共に学ぶ森、その下の美郷町西郷に

ある宮崎県林業技術センター（森とのふれあい

施設）は、森林、林業に関する知識技術の習得

や森とのふれあいの場などを提供するための施

設で、これらの３つの現在の指定管理者は公益

社団法人宮崎県森林林業協会であります。

51ページへお進みください。

（２）の施設利用状況についてであります。

主催事業（研修）の表は、各施設での主催事業

の回数、参加者数を記載しております。表の右

の２列、令和３年度と令和４年度が今期の指定

管理者の指定期間になります。全ての施設で、
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新型コロナウイルス感染症の影響から、参加者

数はコロナ前と比べて減少しているものの、一

番上の川南遊学の森、２番目のひなもり台県民

ふれあいの森、４番目の林業技術センター（森

とのふれあい施設）では徐々に回復しています。

その下の利用者数の表は、利用料金制を導入

し、利用料金を徴収しているひなもり台県民ふ

れあいの森と林業技術センター（森とのふれあ

い施設）の利用者数の推移であります。この表

につきましても、表の右の２列、令和３年度と

令和４年度が今期の指定管理者の指定期間にな

ります。両施設とも、先ほどと同様に新型コロ

ナウイルス感染症の影響から、利用者数はコロ

ナ前と比べて減少しているものの徐々に回復し

ています。特に、ひなもり台県民ふれあいの森

のオートキャンプ場につきましては、新たに整

備したひなたキャビンが好評なこともあり、令

和４年度は過去最高の利用者数となったところ

であります。

52ページへお進みください。

（３）の施設収支状況であります。４施設と

も指定管理料を主な収入としております。令和

４年度の収支差額は、利用者数がコロナ禍前ま

で回復していないことや光熱水費の増加などに

より、ひなもり台県民ふれあいの森が225万円余、

林業技術センターが150万円余の赤字などとなっ

ております。

53ページへお進みください。

（４）の管理運営状況についてであります。

利用者の利便性やサービス向上等に関する主な

取組を記載しておりますが、４、施設共通の取

組としまして、マスコミなどへの情報提供、チ

ラシやダイレクトメールの活用などの積極的な

広報活動のほか、主催事業等参加者へのアンケ

ート調査、予約受付等インターネットの活用な

どを行っております。

特に、ひなもり台県民ふれあいの森におきま

しては、共通事項のほか、県民ふれあいの森の

通年開園やメンバーズ割引なども実施しており

ます。

また、オートキャンプ場が、環境、施設、サ

ービスともに優良なキャンプ場として、本年３

月に一般社団法人日本オートキャンプ協会から、

九州で初めて最高ランクの５つ星の認定を受け

たところであります。

次に、（５）の評価及び課題についてでありま

す。

川南遊学の森については、主催事業の利用者

からの評価も高く、新聞広告やＰＲチラシの配

布等により、主催事業の自然体験講座に初めて

参加する人も増えてきていますが、主催事業以

外の利用者の増加につながる取組を行う必要が

あります。

ひなもり台県民ふれあいの森につきましては、

施設利用時間の延長や利用料金の値下げなどの

ほか、マスメディアやＳＮＳを活用した積極的

な広報活動等による経営努力を行った結果、令

和４年度はオートキャンプ場の利用料金収入が

過去最大となったものの、支出も増加し、収支

差額はマイナスとなったため、業務の効率化や

５つ星の獲得を契機としたさらなる利用者数の

増加に努めるなど、収支の改善を図る必要があ

ります。

諸県県有林共に学ぶ森につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響により主催事業の

参加者数は依然として少ない状況にありますが、

参加者へのアンケート調査では良好な評価が得

られておりますので、参加者ニーズに応じた多

様な事業を実施するなど、利用者の増加につな

がる取組を行う必要があります。また収支につ
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いても令和４年度はマイナスとなっているため、

業務の効率化に努め、収支の改善を図る必要が

あります。

林業技術センター（森とのふれあい施設）に

ついては、研修プログラム、講師、スタッフの

対応について、参加者へのアンケート調査でも

良好な評価を得られており、リピーターも多い

状況です。なお、収支差額については令和４年

度はマイナスとなっているため、この施設につ

きましても利用者の増加や業務の効率化に努め、

収支の改善を図る必要があります。

54ページへお進みください。

２、次期の募集方針についてであります。

（１）の業務の範囲ですが、いずれの施設も

今期と同じ内容になっています。

川南遊学の森につきましては、施設の利用及

び維持、保全と森林環境教育の実施に関する業

務であり、他の３施設につきましては、施設の

利用及び維持・保全と森林・林業に関する知識

習得や自然との触れ合いのための研修に関する

業務であります。

次に（２）の指定期間ですが、４施設とも令

和６年４月１日から令和11年３月31日までの５

年間であります。

（３）の基準価格は、年額で川南遊学の森が716

万5,000円、ひなもり台県民ふれあいの森が3,288

万2,000円、諸県県有林共に学ぶ森が286万7,000

円、林業技術センター（森とのふれあい施設）

が3,148万7,000円としております。

参考の利用料金収入については、ひなもり台

県民ふれあいの森と林業技術センター（森との

ふれあい施設）が該当しますが、それぞれ年額

でひなもり台県民ふれあいの森が2,615万5,000

円、林業技術センター（森とのふれあい施設）

が47万3,000円と設定しております。

（４）の募集概要ですが、募集期間は４施設

とも７月６日から９月７日までの２か月間とし、

説明会を７月25日から７月27日にかけて行いま

す。また、県公報やホームページ、各種メディ

アでの広報を行っていくこととしております。

55ページへお進みください。

応募者の資格要件については、（５）の資格要

件のとおりであります。まず、４施設共通の要

件としまして、宮崎県内に事業所または事務所

を有する、または指定期間の初日までに設置が

見込まれる法人その他の団体であることなど、

①から⑧までの８項目を挙げております。

このほか、各施設ごとに定めます管理運営業

務仕様書に掲げる管理運営に必要な免許等を有

する組織・人員体制を指定管理の始期までに確

保できること、また、ひなもり台県民ふれあい

の森については、無料施設部分と有料のオート

キャンプ場を一体的に適切で安全に管理運営す

るための総括責任者が常勤できることを要件と

しております。

56ページへお進みください。

（６）の選定について、①審査の流れですが、

まず書類審査で資格要件の適否を審査し、次に

外部委員の委員で構成する指定管理候補者選定

委員会において、書類審査を通過した応募者を

対象にプレゼンテーション及びヒアリングを行

います。そして、最後に県の指定管理候補者選

定会議において、選定委員会の審査結果を施設

所管課において評価した結果と照らし合わせ、

候補者が異なっていないか確認を行うこととし

ております。

指定候補管理者選定委員会は、従来と同様、

施設ごとではなく、１つの選定委員会で４つの

施設の指定管理候補者を選定することとしてお

り、委員は②指定管理候補者選定委員会委員の
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欄に記載してあります５名の方にお願いしてお

ります。

また、③指定管理候補者選定会議委員につい

ては、環境森林部長を議長とする委員で構成い

たします。

（７）の選定基準については、住民の平等な

利用の確保など①から⑤までの５つの事項を設

定しております。

57ページへお進みください。

（８）の審査項目・配点であります。

表の左の列、選定基準の欄、①住民の平等な

利用の確保から、58ページの⑤地域への貢献等

まで、５つの基準でそれぞれ審査項目と配点を

設定し、合計を100点としております。

最後に、59ページへお進みください。

３、スケジュールについてであります。

去る６月９日に第１回の選定委員会を開催し、

今期の実績検証や次期の募集方針等の検討を

行ったところであります。今後、７月３日から

９月７日まで２か月間の募集期間、９月中旬の

書類審査を経て、10月上旬に第２回の選定委員

会による審査と選定会議による確認を行うこと

としております。そして、10月中旬に指定管理

候補者を選定し、11月定例会において指定管理

者指定議案を提出することとしております。

○安田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。その他報告事項について質疑はありません

か。

○黒岩委員 50ページなんですけれども、４つ

の施設があるわけですが、これは個別に４本募

集されると思うんですけれども、前回の応募者

数がどれぐらいあったか教えていただきたいと

思います。

○松永森林経営課長 これまで、ひなもり台県

民ふれあいの森と川南遊学の森と林業技術セン

ター（森とのふれあい施設）では、この２期は

応募者の状況はここに記載している公益社団法

人のみでしたが、それ以前につきましては、過

去にひなもり台県民ふれあいの森で２者が応募

したことがございました。また、川南遊学の森

でも２回、同じ会社ですけれども２回、別の会

社が応募したことがございました。また、林業

技術センターにつきましても、同じ会社ですけ

れども過去２回、別の団体が応募したことがご

ざいました。

○黒岩委員 要は令和３年からスタートするこ

の募集については、それぞれ１者だけだったと

いうことでよろしいでしょうか。

○松永森林経営課長 はい、そのとおりでござ

います。

○黒岩委員 この第５期、第６期それぞれ指定

管理期間が３年だったんですけれども、恐らく

指定管理は５年が基本だと思いますが、今回５

年にされた理由を教えていただきたいと思いま

す。

○松永森林経営課長 これは全庁的なものであ

りますが、指定管理期間を３年よりも５年にす

ることで指定管理者の創意工夫によるサービス

が上向いて、継続的に安定的にサービスが提供

できることと、あと人員の確保、育成の上から

も、５年にしたほうが雇用者も安心して勤める

ことができますので、そういったことから団体

等の参入もしやすくなるものだと考えておりま

す。

○黒岩委員 ５年については私も大賛成だと思

います。

54ページの（３）基準価格で、ひなもり台県

民ふれあいの森については単年度で3,200万円の

指定管理料を支払うとなっております。

52ページを見ますと、ひなもり台県民ふれあ
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いの森の収支状況なんですが、今まで指定管理

料が単年度で2,900万円台です。これは年度協定

で金額が変わってくると思うんですが、この支

出のところです。令和２年度が5,100万円、令和

３年度が5,500万円、令和４年度が6,800万円と

いうふうになっているんですが、どの部分を見

られて、指定管理料を今回3,200万円に設定され

たのかなという疑問もあるんですけれども、ま

ずこの令和４年度に大幅に支出が増えたのはど

ういった要因があるんでしょうか。

○永田森林管理推進室長 まず、令和４年度で

支出が増えている理由なんですけれども、これ

は令和４年度で収支決算がマイナス225万2,000

円、これは利用者の増加に対応するために、指

定管理者が職員を１人増加しました。その人件

費の増加による部分と、あとその他光熱費の高

騰、そういったものが主な理由でございます。

○安田委員長 暫時休憩いたします。

正午休憩

正午再開

○安田委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

それでは、引き続き委員の皆様の質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それではないようですので、次

に移りたいと思います。

それでは、請願の審査に移ります。

請願第１号「森林整備を一層推進するため、

森林の多い地域への森林環境譲与税の配分を高

めるよう譲与基準の見直しを求める意見書」の

提出を求める請願について、執行部から何か説

明はございませんでしょうか。

○松浦環境森林課長 請願に関する説明は特に

ございませんが、森林環境譲与税につきまして

は、先月行った国への要望活動の際に、知事か

ら総務大臣等に対しまして譲与基準を地域の実

情に則したものに見直すよう、要望を行ったと

ころでございます。

○安田委員長 関連して、委員から何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、その他で何かござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは以上をもって、環境森

林部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後０時59分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

○久保農政水産部長 農政水産部でございます。

本日は、お手元の常任委員会資料の３ページ

の目次にございますとおり、予算議案１件、特

別議案が２件、報告事項３件の御審議をお願い

しております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

座って説明させていただきます。

それでは、資料の４ページを御覧ください。

まず、Ⅰの予算議案、議案第１号「令和５年

度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」について

であります。

今回の補正予算については、一般会計の補正

のみで、補正額につきましては、表の令和５年

度の補正額の欄の上から２番目、黒字、太字の

ところですが、21億8,293万9,000円の増額をお
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願いしております。この結果、特別会計と合わ

せた農政水産部全体の補正後の額は、その２つ

右側の欄の補正後の額の欄の一番上にあります

とおり、432億557万3,000円となります。

次に、５ページを御覧ください。

繰越明許費の追加についてであります。

公共土地改良事業並びに水産基盤整備事業に

ついて、用地交渉等に日時を要したことなどの

理由により４億100万円の追加をお願いするもの

でございます。

６ページを御覧ください。

こちらのほうでは、令和５年度の重点的な取

組について、農業と水産業のそれぞれの長期計

画の施策の体系に沿って整理しております。黒

字の部分が当初予算で、赤字で書いてあるのが

今回の６月補正予算案の事業となりますので、

後ほど参考までに御覧ください。

また、８ページ、こちらのほうには、今回の

６月補正予算案の事業を宮崎県総合計画のアク

ションプランと原油価格・物価高騰等対策に整

理した一覧を掲載しておりますので、こちらも

後ほど御覧ください。

９ページからが、６月補正事業の説明資料で

ございますが、詳細につきましては、この後、

担当課長から説明させていただきます。

３ページにまたお戻りいただいて、目次を御

覧ください。

Ⅱの特別議案につきましては、ここに記載し

てございますとおり、議案第３号「使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例」と議案

第11号「工事請負契約の締結について」の２件

であります。こちらも後ほど担当課長から説明

させていただきますので、よろしくお願いいた

します。

また、Ⅲの報告事項といたしまして、損害賠

償額を定めたことについてと、令和４年度繰越

明許費繰越計算書並びに事故繰越し繰越計算書

の３件につきまして報告するものでございます。

こちらも後ほど担当課長から説明させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上であります。審議のほどよろし

くお願いいたします。

○安田委員長 次に、議案について説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○原田農政企画課長 常任委員会資料の10ペー

ジを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで6,573

万9,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、25億3,763万4,000円となります。

内容について、御説明いたします。

11ページを御覧ください。

（事項）新農業振興推進費の説明欄の１、新

規事業「Ｇ７から始まる官民連携農業プロジェ

クト事業」及び次の（事項）中山間地域活性化

推進費の説明欄の１、改善事業「山間地域農業

持続化モデル構築事業」につきまして、次の資

料で御説明をいたします。

12ページを御覧ください。

新規事業「Ｇ７から始まる官民連携農業プロ

ジェクト事業」でございます。

予算額は、4,700万円です。

この事業は、事業の目的にございますように、

農業の生産性や持続可能性がテーマとなったＧ

７宮崎農業大臣会合の開催を契機といたしまし

て、官民の連携による地域資源の有効活用に向

けた取組の事業化を加速化することにより、持

続可能な農業構造への転換を図るものです。
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事業の概要につきましては、13ページで御説

明いたします。13ページを御覧ください。

下段中央部の①官民連携プラットフォーム運

営事業では、生産者や多様な事業者等が参画す

るプラットフォームの設置・運営を行うもので

ございます。

具体的には、三角形の左側にありますとおり、

地域資源の有効活用や飼料等の国産化など意欲

ある県内の農業者や市町村等と、三角形の右側

にございます独自の技術やアイデア等で持続可

能な農業構造への転換を後押しできる民間企業

等を募集し、プラットフォームの会員としてエ

ントリーしてもらいます。

その後、プラットフォームにおいて、会員同

士のマッチングや面談、個別の協議を通じ、持

続可能な農業の実現に向け事業化への機運や熟

度が高まったものにつきましては、農業者や民

間企業等とで事業化検討プロジェクトチームを

構築してもらい、県も関与しながら、事業化に

向けたプロジェクトを推進してまいります。

また、上段の②農業構造転換加速化事業では、

プラットフォームで構築された事業化検討プロ

ジェクトチームに対して、プロジェクトの事業

化に向けた事前調査や事業性評価等の取組を支

援いたします。

事業期間は、令和７年度までの３年間を予定

しております。

次に、14ページを御覧ください。

改善事業「山間地域農業持続化モデル構築事

業」でございます。

予算額は、1,873万9,000円です。

この事業は、事業の目的にございますように、

人口減少等により地域農業の担い手不足が深刻

な山間地域において、移住希望者等を対象に市

町村等の関係機関が一体となって複合的経営等

の形態への就農を支援することにより、山間地

域ならではの多様な担い手の確保・育成を図る

ものでございます。

事業の概要につきましては、15ページを御覧

ください。

上段の①山間地域経営体育成モデル事業では、

農業を核としながらもマルチワークや半農半Ｘ

など、多様な経営スタイルをイメージしている

移住希望者等に対しまして、そうした複合的経

営による安定した所得の確保のため、農業に係

る技術習得や機器、簡易施設の導入などを支援

いたします。

また、下段の②経営体育成サポート事業では、

県が複合的経営の実態や所得等の現状分析を行

いながら、県サポーターを関係市町村へ派遣し、

移住者等に対して、ＪＡや普及員等を交えたサ

ポート体制により創業計画の策定支援や経営的

な指導、助言等の伴走支援を行います。

これらの取組により、山間地域における持続

可能な経営体モデルを構築し、地域農業の活性

化につなげてまいります。

事業期間は、令和７年度までの３年間を予定

しております。

○大田農業流通ブランド課長 16ページを御覧

ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで２

億3,655万5,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、６億4,106万円となります。

内容について御説明いたします。

17ページを御覧ください。

１番目の（事項）新農業振興推進費の説明欄

１、改善事業「みやざき農畜水産物の架け橋構

築事業」につきましては、後ほど御説明いたし

ます。
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次の（事項）農産物流通体制確立対策費の説

明欄１、「食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応

施設整備事業」、１億7,800万円です。

本事業は、輸出先国の規制に対応したＨＡＣ

ＣＰ等の食品衛生基準を満たすため、食品製造

事業者等が行う施設整備を支援するもので、新

たに要望のあった水産関連加工施設の整備につ

いて、補正をお願いするものです。

18ページを御覧ください。

改善事業「みやざき農畜水産物の架け橋構築

事業」でございます。

予算額は、5,855万5,000円です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

県産農畜水産物の産地と消費者等をつなぐかけ

橋となる場を創出し、県民の理解と消費行動を

促すとともに、大都市圏での認知度と購入意欲

の向上を図るものです。

事業内容につきましては、19ページを御覧く

ださい。

この事業では、県内対策と大都市圏対策に分

けて取組を進めてまいります。

まず、①の県内対策事業では、農畜水産物の

関係団体が一丸となった物産イベントや飲食店

等と連携して、ヘベスや日向夏など青果物の旬

を発信するイベント等の開催を支援いたします。

②の大都市圏対策事業では、真ん中の赤文字

で記載しておりますが、市場に流通していない

水産物を販売するためのＥＣサイトの構築や右

側に赤文字で記載しております青果物の旬を発

信するイベントの開催、シェフによる県産農畜

水産物を使った新メニューの開発に新たに取り

組むとともに、引き続きコロナ禍で関係を構築

した飲食店等での中小規模のプロモーション等

を実施いたします。

事業期間は、令和７年度までの３年間を予定

しております。

○蛯原農業普及技術課長 20ページを御覧くだ

さい。

当課の補正予算は、一般会計のみで７億7,702

万5,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、43億5,827万円となります。

それでは、内容について説明いたします。

21ページを御覧ください。

１番目の（事項）原油価格・物価高騰等対策

事業費の説明欄の１、「農業セーフティネット対

策緊急強化事業」、２億7,495万4,000円です。

この事業は、燃油価格高騰の影響が大きい施

設園芸等について、国によるセーフティネット

制度に加入する際の農家の積立金の一部を支援

するものであります。

令和４年度も実施しましたが、現在も燃油の

高騰が続いていることから、今年度も引き続き

支援を行い、国制度への上位コース加入を促進

するとともに、木質ペレットの安定供給に向け

て、価格上昇分の一部を支援することで、経営

継続を後押ししてまいります。

その下の説明欄２、改善事業「被覆資材等価

格高騰対策緊急支援事業」につきましては、後

ほど説明いたします。

次の（事項）農産物高品位生産指導対策費の

説明欄の１の（１）持続可能なみやざきグリー

ン農業構築事業、1,498万6,000円です。

これは、有機農業の拡大に向け、有機農業が

学べる学校づくりや講演会、セミナーの開催、

学校給食における地元産有機農産物の活用など

の市町村の取組について支援するものであり、

国庫補助決定に伴い増額するものです。

その下の説明欄２、新規事業「みやざき有機

農業拡大加速化事業」及び次の（事項）農業研
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究機能高度化推進対策費の説明欄１、新規事業

「農業試験研究体制強化事業」につきましては、

後ほど説明いたします。

22ページを御覧ください。

改善事業「被覆資材等価格高騰対策緊急支援

事業」でございます。

予算額は、４億5,155万9,000円です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

国際情勢等の影響により、価格の高騰が続いて

いるビニール等の農業用資材について、価格上

昇分の一部を支援することで、農業者の負担軽

減を図るものであります。

事業の概要について、23ページを御覧くださ

い。

①の図にありますとおり、ビニールやマルチ

等の農業用資材価格については、高騰前の令和

３年と比較し、令和４年に３割高騰しましたが、

令和５年はさらに上昇することが予想されます。

そして、これらの資材は、農家の経営努力や

栽培の工夫で削減・代替することは不可能であ

ることから、その一部を支援することが必要と

考えております。

そこで、昨年と同様に、高騰前からの価格上

昇分の２分の１相当を補助することとし、昨年

までの支援対象であった施設園芸の内張、外張

資材、露地園芸のマルチ、飼料作物のサイレー

ジ用ラップに加えまして、露地園芸のトンネル

資材を新たに追加したいと考えております。

また、②では、資材販売者に対して農業者の

事業参加取りまとめや県への申請事務を支援す

るとともに、農業用廃プラスチックの適正処理

の啓発活動によるリサイクル率の向上を図って

まいります。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

24ページを御覧ください。

新規事業「みやざき有機農業拡大加速化事業」

でございます。

予算額は、2,552万6,000円です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

有機農業技術の普及や有機ＪＡＳ認証拡大の支

援による産地づくりに加え、有機農産物の販路

拡大などの取組を行うことにより、有機農業の

拡大を加速化するものであります。

事業概要について、25ページを御覧ください。

有機農業については、４月に開催されたＧ７

農業大臣会合においても、持続可能な農業・食

料システムの達成に向けた実践的な措置として、

有機農業を促進・実施する声明がまとめられた

ところであり、有機農業の推進は、県が市町村

等と一体となって進める取組と考えております。

そのため、本事業では、市町村等に対し、①

有機農業技術の普及として、研修会の開催や先

進農家による現地指導を支援し、②有機ＪＡＳ

認証拡大や産地づくりにより、有機ＪＡＳ転換

期間中の掛かり増し経費や有機ＪＡＳ認証維持

経費、有機栽培に必要な苗供給体制の整備を支

援してまいります。

さらに、③販路拡大支援として、県内外のホ

テルや飲食店等に対する実需ニーズ調査やマッ

チング商談に必要な経費等を助成するとともに、

④推進体制の強化により、県有機農業連絡協議

会の体制強化に取り組み、県内の有機農業の拡

大を図りたいと考えております。

事業期間は、令和７年度までの３年間を予定

しております。

続きまして、26ページを御覧ください。

新規事業「農業試験研究体制強化事業」でご

ざいます。

予算額は、1,000万円です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、
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Ｇ７宮崎農業大臣会合の宮崎アクションを踏ま

え、持続可能な農業を支える試験研究体制の強

化について、調査・検討を行うものであります。

事業の概要について、27ページを御覧くださ

い。

本県の農業試験研究に関する施設は、総合農

業試験場の本場と４つの支場があり、それぞれ

に生産現場に貢献する研究に取り組んでいると

ころですが、世界情勢の不安定化や地球環境問

題、担い手の減少などを背景に、試験研究ニー

ズは、これまで以上に高度化・多様化しており

ます。

このため、本事業において、農業情勢等を踏

まえた試験研究ニーズの調査、試験場の現状分

析と課題の抽出とともに、高度な研究ニーズに

対応できる試験研究の高度化・効率化に関する

方針案の作成を委託し、今後、持続可能な農業

を支える試験研究体制の強化に向けた検討に活

用してまいりたいと考えております。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

○黒木農産園芸課長 28ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで936万円

をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、21億2,435万3,000円となります。

次に、内容について、御説明いたします。

29ページを御覧ください。

（事項）産地強化対策事業費の説明欄１、新

規事業については、詳細は次の資料で説明いた

しますので、続けて30ページを御覧ください。

新規事業「加工・業務用野菜日本一産地確立

事業」でございます。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

産地を担う大規模経営体の生産性の向上とイン

ターネットや経営分析ソフトなどのＤＸ技術等

によって分業化を推進することで、加工・業務

用野菜産地の持続的な発展を目指すものです。

31ページを御覧ください。

上段、①の加工・業務用産地確立支援事業で

は、機械作業を委託したい小規模農家と受託可

能な大規模経営体等をデジタルツールによって

マッチングする取組を支援するとともに、必要

な資機材の導入を促すことで、大規模経営体等

を主体とした機械化・分業化体制を構築します。

次に、下段②の加工・業務用産地確立推進事

業では、分業化体制が円滑に運営されますよう、

委託農家や受託法人に対して生産工程ごとに労

働生産性や収益性等のデータの解析を行い、経

営メリットとなる最適な改善策として、提案・

助言ができる人材の育成を進めます。

対象は、普及指導員やＪＡの指導員等を想定

しておりまして、育成プログラムの運営は、専

門のコンサルタントへ委託する予定です。

これらの取組を通じまして、効果的で効率的

な機械化・分業化の受委託契約を後押しするこ

とで、加工・業務用野菜産地の維持・再生を図っ

てまいります。

事業期間は、令和７年度までの３年間を予定

しております。

○水野畜産振興課長 32ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで６

億4,721万3,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、77億1,298万8,000円となります。

内容について、御説明いたします。

33ページを御覧ください。

１番目の（事項）畜産振興対策事業費の説明

欄の１、新規事業「みやざきの新たな肉用牛肥

育体系確立事業」、そして次の（事項）肉用牛改

良対策費の説明欄の１、新規事業「第13回全国
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和牛能力共進会保留対策事業」につきましては、

後ほど御説明をいたします。

次の（事項）酪農振興対策費の説明欄の１、

「乳用後継牛育成預託支援緊急対策事業」、2,231

万3,000円でございます。

この事業は、物価高騰に伴う宮崎県酪農公社

の乳用後継牛預託事業の預託料値上げ相当分の

農家負担の一部を支援することによりまして、

酪農生産基盤の強化と生産性の向上を図るもの

でございます。

次の（事項）養鶏振興対策費の説明欄の１、

新規事業「みやざき地頭鶏ひな導入確保支援事

業」、34ページを御覧いただきまして、１番目の

（事項）食肉鶏卵流通対策費の説明欄の１、新

規事業「世界に発信！宮崎牛おいしさＰＲ事業」、

次の（事項）飼料対策費の説明欄の１、改善事

業「畜産経営飼料高騰対策支援事業」につきま

しては、後ほど説明をいたします。

36ページを御覧ください。

新規事業「みやざきの新たな肉用牛肥育体系

確立事業」でございます。

予算額は、1,400万円です。

本事業は、事業の目的にありますとおり、飼

料価格高騰の常態化に対応した新たな飼養技術

の導入や安定的な肉用牛の生体輸送体系の検討

を支援することによりまして、新たな肉用牛肥

育体系の確立を図るものでございます。

37ページを御覧ください。

①の新たな飼養技術の導入では、肉用牛の肥

育期間短縮による早期出荷技術に取り組む生産

者に対して、技術が定着するまでの負担軽減を

行い、肥育期間短縮による飼料代の低減ですと

か、出荷月齢の早期化による出荷頭数の増加を

図ってまいります。

②の肉用牛生体の輸送体系の検証では、肉用

牛の東京市場への生体出荷は、首都圏のバイヤ

ーからのニーズがありまして、年間1,000頭前後

の出荷が行われているものの、いわゆる2024年

問題によりまして、現状のトラック輸送では、

ドライバーの休息確保等に問題が生じます。

このため、ドライバーの休息時間の確保が可

能なフェリーでの新たな輸送体系を確立するた

めに、課題となります暑熱対策等への検証を行

います。

事業期間は、①の事業につきましては、令和

７年度までの３年間、②の事業につきましては、

今年度限りを予定しております。

38ページを御覧ください。

新規事業「第13回全国和牛能力共進会保留対

策事業」でございます。

予算額は、1,600万円です。

本事業は、事業の目的にありますとおり、第13

回全国和牛能力共進会（北海道大会）におきま

す本県出品牛の好成績を目指しまして、出品候

補牛の掘り起こしと選抜圧を高めるために優良

雌子牛を県内保留し、その産子を全共候補牛と

して確保するものであります。

39ページを御覧ください。

具体的には、保留対策事業フローのとおり、

県内の子牛品評会におきまして、体型審査、そ

れから繁殖成績の条件を満たす優良雌子牛を年

間200頭保留しまして、その産子（娘牛）、これ

を全共候補牛として調査・確保しまして、好成

績を目指すものであります。

事業期間は、令和６年度までの２年間を予定

しております。

それでは、40ページを御覧ください。

新規事業「みやざき地頭鶏ひな導入確保支援

事業」でございます。

予算額は、1,030万円です。
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本事業は、事業の目的にありますとおり、物

価高騰に伴うみやざき地頭鶏ひな価格値上げの

一部を支援することによりまして、生産者の負

担を軽減し、みやざき地頭鶏の生産拡大を図る

ものでございます。

41ページを御覧ください。

みやざき地頭鶏ひな供給体制にありますとお

り、ひな供給センターで生産・増殖された素ひ

なが生産農家に供給されまして、肥育して出荷

されますけれども、飼料価格等の高騰の影響で、

素ひな価格が値上げをされましたので、生産者

負担の一部を支援することで、ひな供給羽数の

増加を後押しするものでございます。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

それでは、42ページを御覧ください。

新規事業「世界に発信！宮崎牛おいしさＰＲ

事業」でございます。

予算額は、9,450万円です。

本事業は、事業の目的にありますとおり、メ

ディアやＳＮＳ等を活用しまして、国内外の幅

広い年代層においしさ日本一宮崎牛をＰＲしま

して、浸透させることで、宮崎牛のブランド力

をさらに高めますとともに、新たな購買層の獲

得、輸出の拡大を促進するものであります。

43ページを御覧ください。

①のメディアを活用した宮崎牛ＰＲ事業では、

テレビなどのマスメディアを活用しまして、全

国の幅広い年代層に対して宮崎牛がおいしさ日

本一であることや宮崎牛の指定店をＰＲいたし

ます。

②のＳＮＳを活用した宮崎牛ＰＲ事業では、

若年層、若い方の多くが利用しますユーチュー

ブなどのＳＮＳを活用しまして、宮崎牛をＰＲ

することで、新たな購買層の獲得を進めてまい

ります。

③の海外向け宮崎牛ＰＲ事業では、アメリカ

などの輸出重要市場において、現地パートナー

等と連携しましたイベント開催ですとか、バイ

ヤーなどへの情報発信を行ってまいります。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

44ページを御覧ください。

改善事業「畜産経営飼料高騰対策支援事業」

でございます。

予算額は、４億9,010万円です。

本事業は、事業の目的にありますとおり、配

合飼料等の価格高騰が長期化する中で、畜産経

営における飼料費の負担を軽減し、持続可能な

畜産経営の確立を図るものでございます。

45ページを御覧ください。

①の「畜産セーフティネット対策緊急強化事

業」では、国の配合飼料価格安定制度における

生産者積立金相当額の一部でありますトン当た

り200円を支援し、また②の「酪農乳質向上対策

支援事業」では、酪農で使用される乾牧草（ア

ルファルファ）の購入費の一部を支援、そして

③の「養豚生産性向上対策支援事業」では、養

豚で使用される人工乳購入費の一部を支援する

ことで、飼料費の負担を軽減してまいります。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

○坂元家畜防疫対策課長 46ページを御覧くだ

さい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで1,975万

円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、14億540万8,000円となります。

内容について、御説明いたします。

47ページを御覧ください。

（事項）家畜衛生技術指導事業費の説明欄の

１の新規事業につきましては、詳細は、次の資

料で説明いたします。
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48ページを御覧ください。

新規事業「家畜疾病発生低減対策支援事業」

でございます。

予算額は、1,975万円です。

本事業は、事業の目的にありますとおり、飼

料などの価格高騰に加え、家畜共済制度の見直

しにより経営的に厳しい状況にある畜産農家の

うち、特に繁殖障害や慢性の消耗性疾病が多発

している農場に対するコンサルティングをより

充実することで、繁殖性の向上や子牛や子豚の

事故率を低減させ、足腰の強い持続可能な畜産

経営を確立するものです。

49ページを御覧ください。

具体的には、①の生産獣医療パッケージ事業

としまして、上段にありますとおり、農業共済

組合、いわゆるＮＯＳＡＩが実施する農場のコ

ンサルティングにおいて、疾病が多発している

重点農場を選定した上で、繁殖牛や搾乳牛の代

謝プロファイリングや養豚農場の消耗性疾病の

検査、そしてその結果を踏まえたＮＯＳＡＩの

獣医師による農場へのコンサルティングに係る

経費を支援いたします。

この取組により、下段にありますとおり、牛

飼養農場では繁殖成績を向上させ、さらに子牛

の下痢の発生率を低減させるとともに、豚飼養

農場では、子豚や肥育豚の呼吸器病の発生率を

低減させることで、各農場における畜産経営の

安定化を図ってまいります。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

○城ヶ﨑農村整備課長 50ページを御覧くださ

い。

当課の補正予算額は、一般会計のみで2,880万

円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、133億1,916万4,000円となります。

内容について、説明いたします。

51ページを御覧ください。

（事項）土地改良管理費の説明欄の１、改善

事業につきましては、詳細は、次の資料で説明

いたします。

52ページを御覧ください。

改善事業「農業水利施設電気料金高騰対策支

援事業」でございます。

予算額は、2,880万円です。

本事業は、事業目的にありますとおり、農業

水利施設の電気料金高騰に対し、土地改良区等

の省エネルギー化やコスト縮減への取組を促進

するとともに、農業者への影響緩和のためのソ

フト・ハード両面から支援することで、土地改

良区等の体質強化を図るものであります。

53ページを御覧ください。

①の「電気料金高騰対策サポート事業」では、

土地改良区等が管理する揚水機等の省エネルギ

ー化やコスト縮減などの経営改善への取組に対

し、宮崎県土地改良事業団体連合会からアドバ

イザー等を派遣し、取組支援や改善計画策定へ

の技術的な助言を行うものです。

②の「電気料金高騰対策整備事業」では、改

善計画に位置づけられた遠隔操作や自動運転を

可能にする機器類の設置、消費電力の少ない高

効率モータへの更新に対し200万円を上限に定額

補助を行うものです。

さらに、③の「電気料金高騰対策支援事業」

では、改善計画を実行する土地改良区等に対し、

取組を後押しするための電気料高騰分の２分の

１を支援するものです。

事業期間は、今年度限りを予定しております。

○馬場担い手農地対策課長 54ページを御覧く

ださい。

当課の補正予算額は、一般会計のみで2,659
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万9,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、30億5,465万4,000円となります。

内容について御説明いたします。

55ページを御覧ください。

（事項）担い手育成総合対策事業費の説明欄

１、改善事業「農業外国人材確保・定着体制構

築事業」及び次の（事項）構造政策推進対策費

の説明欄１、改善事業「農地中間管理機構等支

援事業」につきましては、詳細は次の資料で説

明いたします。

56ページを御覧ください。

改善事業「農業外国人材確保・定着体制構築

事業」でございます。

予算額は、750万円の増額です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

外国人材の受入れやフォローアップ体制を構築

するために監理団体の誘致や新たな受入れ方式

の実証等を行うもので、今回の補正予算では、

事業の概要において、下線が引いてあります④

の農作業請負方式技能実習に係る運営強化と⑤

の「受入れ施設整備事業」を新たに実施するも

のです。

57ページを御覧ください。

具体的には、まず④の「外国人材定着支援事

業」では、外国人材の受入れ手法の一つである

農作業請負方式技能実習に係る運営強化として、

関係協議会の体制を充実します。

農作業請負方式技能実習とは、外国人技能実

習生をＪＡで受け入れ、集出荷施設や作業請負

契約を締結した組合員圃場等で幅広く実習をす

る方式ですが、今回体制を拡充する関係協議会

による指導助言を行い、新たな受入れ方式を確

立します。

次に、⑤の「受入れ施設整備事業」では、外

国人材の住居確保対策として、遊休化している

公営住宅の活用推進に向け、県が先行して県営

住宅の活用によるモデル実証に取り組みます。

事業期間は、④の事業は、令和７年度までの

３年間、⑤の事業は、今年度限りを予定してお

ります。

次に、58ページを御覧ください。

改善事業「農地中間管理機構等支援事業」で

ございます。

予算額は、1,909万9,000円の増額です。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

農地中間管理機構等による担い手への農地の集

積・集約化を加速するとともに、農業委員会等

の活動を支援するもので、今回の補正予算では、

下線が引いてあります②の事業において、規模

拡大を計画する経営体に農地を拠出する地権者

等に対して新たに協力金を交付するものです。

59ページを御覧ください。

具体的には、農業者の減少が加速する中、大

規模経営体の育成が喫緊の課題でありますが、

中ほど左手の絵にありますとおり、産地におい

ては、分散・錯綜した農地が多いため、規模拡

大を計画する経営体に農地を拠出する地権者等

に対して、10アール当たり２万円を交付し、農

地の集積・集約化を集中的に進めまして、農地

の効率化、スマート化を促進し、大規模経営体

を育成してまいります。

なお、本事業は、左下のとおり、県内各地で

来年度までの策定を目指している地域農業の方

針等を示す地域計画のモデル地区や圃場整備地

区等を対象とし、スムーズに事業を推進してい

きます。

事業期間は、令和６年度までの２年間を予定

しております。

○大村水産政策課長 委員会資料の60ページを
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御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計で３億1,014

万8,000円をお願いしております。

この結果、補正後の一般会計の予算額は、右

から３番目の欄にありますとおり、17億3,709

万7,000円、特別会計を合わせた全体の予算額

は19億5,327万5,000円となります。

内容について、御説明いたします。

61ページを御覧ください。

水産政策課の補正予算は、（事項）地域漁業経

営改革対策費の説明欄１の新規事業「県産キャ

ビア競争力強化技術開発事業」、説明欄２の新規

事業「漁業用製氷施設の省エネ推進対策事業」、

説明欄３の新規事業「漁業経営セーフティーネッ

ト対策緊急支援事業」の３事業でございますが、

その詳細につきましては、62ページからの資料

で御説明をいたします。62ページを御覧くださ

い。

新規事業「県産キャビア競争力強化技術開発

事業」でございます。

予算額は、1,100万円でございます。

本事業は、事業の目的にありますとおり、チョ

ウザメの稚魚を全て雌にする技術開発を行い、

養殖業者の収益性の向上と県産キャビアの競争

力の強化を図るものでございます。

63ページを御覧ください。

上段の中ほどにありますとおり、チョウザメ

の性を決定する遺伝子は雄がＺＺ型、雌がＺＷ

型であり、雄と雌の発生比率は１対１となって

おります。

また、雄と雌の判別は、外見ではできないこ

とから、３～５年間を飼育した後に、実際にお

なかを開いて確認する必要があることから、養

殖業者の飼育経費や判別作業が大きな負担と

なっているところでございます。

このため、県では、下段の左枠にありますと

おり、現在、雄の遺伝子を不活化し、雌の特性

だけを遺伝させる雌性発生技術を用いて、ＷＷ

型の超雌をつくり、雌だけの稚魚を生産する技

術開発に近畿大学と共同で取り組んでおります。

この超雌ＷＷは、ＰＣＲによって判別いたし

ますが、現在、ＰＣＲで判別するための人工遺

伝子配列プライマーがないため、本事業では、

チョウザメの全ゲノム解析やプライマーの開発

などを行い、超雌を判別するための技術開発に

取り組んでまいります。

事業期間は、令和６年度までの２年間を予定

してございます。

続きまして、64ページを御覧ください。

新規事業「漁業用製氷施設の省エネ推進対策

事業」でございます。予算額は2,280万円でござ

います。

本事業は、事業の目的にありますとおり、漁

業生産に不可欠な製氷施設の省エネ化を支援す

るとともに、電気料金高騰による影響を緩和し、

氷の安定供給を図るものです。

65ページを御覧ください。

具体的には、①の氷安定供給緊急支援事業に

おいて、漁業者に氷を販売する県漁業協同組合

連合会に対しまして、製氷施設の電気料金上昇

分の一部を補助してまいります。

右の図にありますとおり、令和５年度の電気

料金は前年に比べ50％増加すると見込まれてお

りますので、この急騰の影響を緩和する緊急的

な支援を行うことにより、漁業者への継続した

氷の安定供給を図ります。

また、その下の②の省エネ計画策定支援事業

では、県漁業協同組合連合会に対しまして省エ

ネ実施計画の策定経費の一部を補助してまいり

ます。県内に７か所ある県漁業協同組合連合会
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の製氷施設につきまして、専門家によるエネル

ギーの最適利用に係る分析評価を受け、効果的

な改善策を策定実施することにより、来年度以

降においても徹底した省エネによる氷の安定供

給を図ってまいります。

事業期間は今年度限りでございます。

続きまして、66ページを御覧ください。

新規事業「漁業経営セーフティネット対策緊

急支援事業」でございます。予算額は２億7,634

万8,000円でございます。

本事業は、事業の目的にありますとおり、国

の漁業経営セーフティネット構築事業における

漁業者の積立金相当額の一部を支援することに

より、燃油や養殖用飼料の価格高騰の影響を受

ける漁業者の負担を軽減し、経営の維持を図る

ものでございます。

67ページを御覧ください。

具体的には、左側の図の国のセーフティネッ

ト対策のイメージにありますとおり、四半期ご

とに平均価格が基準価格を上回った場合に、各

漁業者と国の積立金からその差額が補塡される

仕組みとなっております。

その積立金のイメージを右に図で示しており

ますけれども、通常の補塡額は漁業者と国が１

対１の割合で負担しますが、令和３年度から続

く価格高騰により補塡を連続して発動している

ことから、漁業者の積立金が枯渇している状況

となっております。

そこで、新たな積立金に係る経営負担が増加

してございますので、その下にありますとおり、

令和５年度の漁業者積立金の３分の１を県が支

援することにより漁業者の負担を軽減し、経営

の維持を図ってまいります。

事業期間は今年度限りを予定しております。

○赤嶺漁業管理課長 68ページを御覧ください。

当課の補正予算額は一般会計のみで、6,175万

円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は右から３番目の

欄のとおり、34億2,087万3,000円となります。

内容について説明いたします。69ページを御

覧ください。

表中ほどの事項、漁業経営構造改善事業費の

説明欄１、「水産業強化支援事業」、175万円で

す。本事業は、沿岸漁業に必要な生産基盤の整

備等を行うもので、漁港漁村交流の促進のため

漁業者等が行う漁港施設でのＰＲやイベント開

催に係る費用を支援するものであり、国庫補助

決定に伴うものであります。

次の事項、県単漁港建設事業費の説明欄１、

公共関連工事、6,000万円です。本事業は、国庫

補助事業の採択要件に満たない工事等を県単独

で行うことで、漁港及び背後集落の安全対策、

災害の拡大防止を図るものであり、都井漁港ほ

か１漁港において防風柵の整備等に要する経費

の増額を行うものであります。

○坂元家畜防疫対策課長 続きまして、特別議

案について説明いたします。

70ページを御覧ください。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例について」でございます。

１の改正の理由としては、家畜飼養農場で動

物用生物学的製剤、いわゆるワクチンを接種す

る場合における県によるワクチンの管理費用や

ワクチン接種費用の交付に関する手数料を新設

するものです。

２の改正の内容としましては、別表第２に、

動物用生物学的製剤交付手数料及び動物用生物

学的製剤接種表交付手数料を新設するもので、

手数料金額は、動物用生物学的製剤交付手数料

を１頭１回につき70円、動物用生物学的製剤接
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種表交付手数料を1件につき720円に定めており

ます。

３の施行は公布の日としております。

○小野漁港漁場整備室長 72ページを御覧くだ

さい。

議案第11号「工事請負契約の締結について」

でございます。

これは、北浦漁港に整備いたします衛生管理

型荷さばき所建設主体工事に係る工事請負契約

の締結であります。

１の整備概要としましては、延岡市北浦町に

位置する北浦漁港の水産流通基盤整備事業で、

衛生管理型荷さばき所整備に係る建築工事、機

械設備工事、電気設備工事を実施することとし、

全体事業費９億円であります。

右側の航空写真を御覧ください。黄色で着色

している箇所が建設地になります。

次に、２の工事概要としましては、衛生管理

型荷さばき所は、鉄筋コンクリート造り一部鉄

骨造り平屋建てで、延べ面積が1,976平方メート

ルであります。

３の工事請負契約の概要としましては、契約

の金額は７億103万円、契約の相手方は丸宮建設

株式会社、工期は令和７年２月16日までであり

ます。

73ページを御覧ください。

左上から平面図、立面図、右上が断面図になっ

ております。左下の写真を御覧ください。現在、

屋根のない岩壁で行われている水揚げ作業等を、

荷さばき所の屋根の下で行うことにより衛生管

理体制の強化を図り、国内外へ高品質で安心な

水産物の供給ができることになります。

○安田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案等について質疑がある方はお願いいたし

ます。

○黒岩委員 資料の13ページの「Ｇ７から始ま

る官民連携農業プロジェクト事業」なんですが、

プロジェクトＡ、Ｂ、Ｃがあるんですけれども、

テーマ自体もプロジェクトチームで選んでいく

ということになるんでしょうか。

○原田農政企画課長 持続可能な宮崎農業の実

現という大きなテーマに沿って、本県の農業が

化石燃料といった海外資源に過度に依存してい

る状況から脱却するといった方向性に基づいて

それぞれのプロジェクトチームでテーマを決め

ていくことになります。

○黒岩委員 テーマごとにプロジェクトチーム

ができ上がるというイメージでしょうか。

○原田農政企画課長 特に最初にそういったテ

ーマを明確に決めるわけではないんですけれど

も、これについては課題を抱えている農業者や

市町村に対して、企業が持っている技術が発想

の転換で使えたりだとか、そういう偶発性も念

頭に置きながらプラットフォームを運営してい

きたいと思ってますので、特にそのテーマとい

うのを明確に決めて進めていこうとは考えてい

ないところです。

○日髙委員 漠然としててよく分からないで

す。12ページの①ですがプラットフォームの運

営は民間企業に委託するわけですか。

そして、その委託する民間企業としては県内

や県外のどういうところがあるんですか。

○原田農政企画課長 プラットフォームの運営

につきましては、企業に委託しようと思ってま

すが、企業の選定につきましては、企画コンペ

によって決めたいと思っています。

○日髙委員 県内、県外どちらですか。

○原田農政企画課長 特に県内、県外にかかわ

らず、プラットフォームの運営に必要な様々な
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企画力とか技術等の情報の収集力だったり、企

業等に情報の内容を届ける情報発信力だったり、

マッチング等の調整力、そういったもので評価

をして企業を決めていきたいと考えております。

○日髙委員 民間業者に委託してプラットフォ

ームをつくらせて、プラットフォームがこのプ

ロジェクトの下部組織になるわけですか。

○原田農政企画課長 プラットフォームの中に

課題を抱えている農業者や市町村が入り、ある

程度の数の企業が入って、その中でお互いに持っ

ている情報だったり課題だったりを話し合いな

がら、「私の企業のアイデアで事業ができるかも

しれない」という感じでマッチングするという

ことになっております。

○日髙委員 何となく分かったような分からな

いような感じです。

今回、Ｇ７宮崎農業大臣会合を経験して、日

本も我が宮崎県も新たな時代に突入しなくては

いけないということですので、いろんな方向に

手を出し足を出し、手探りで一生懸命頑張って

もらって、失敗したらまた出直してどんどん繰

り返し挑戦していくような、そういう新しい皆

さんの気概をぶつけていただきたいと思ってお

ります。

その中で、13ページの上に家畜排泄物と生ご

みとピーマンの収穫ロボットと３つあります。

家畜排泄物と収穫ロボットは、最近のスマート

農業の話だと思うんです。一般質問でも化学肥

料の90％は外国産ということについて質問があ

りましたけれども、化学肥料に代わる有機質肥

料の実装というのは、イメージ的に新しいもの

と考えるんですか、それとも過去の取組のグレ

ードを上げるんですか。

○原田農政企画課長 実は、このプロジェクト

Ａ、Ｂ、Ｃと書いているものにつきましては、

Ｇ７農相会合の前後で民間企業等と４つの連携

協定を締結して、持続可能な農業の実現に向け

たプロジェクトを既にスタートさせている部分

でございます。

委員御質問の化学肥料に代わる有機質肥料の

実装という部分につきましては、これまで液体

の肥料は化学肥料を原料に作っているんですけ

れども、旭化成と経済連と連携をいたしまして、

有機物を基に液体肥料をつくって、旭化成の技

術を使ってハウス等の肥料に使っていこうと

いったもので、技術としても新しいものになり

ます。

○日髙委員 有機農業の関係もありますから関

連するんですが、国富町では30年近く前に、家

庭用のごみを堆肥センターに集めて畜ふんと一

緒に発酵させて、それを農地に還元していく事

業─国富町では堆肥センターと言っていまし

た、そういう事業をやっていたんですけれども、

そういうものとこれは全然違うものになるんで

すかね。

○原田農政企画課長 基本的にはイノベーショ

ンといいますか、新しい発想だったり新しい技

術、あるいは発想の転換といったもので、これ

までの課題である海外資源に過度に依存してい

る農業構造の転換をさせていこうと、イノベー

ションを創出することをやっていこうと考えて

おります。

もちろん、委員の御指摘のこれまでのそういっ

た取組は、引き続き支援をしていくということ

になるかと思いますけれども、こちらのほうで

想定したのはそういった事業になっていこうか

と思います。

○丸山委員 18ページについてです。宮崎県に

おいしいものがいっぱいあると言われますが、

宮崎県産品の関心の割合についてまだデータが
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ないし、それを令和７年に80％まで持っていき

たいと書いてあります。なぜ、ここまでいいも

のがあるのに関心が低かったという分析をして

いるのか。

それを踏まえながら、今回の事業の中で今ま

でと違った取組をやろうとしているものが具体

的にあれば詳しく説明していただきたいです。

○大田農業流通ブランド課長 19ページに書い

ておりますが、今回の事業につきましては、新

しいかけ橋ということで、水産物のＥＣサイト

の構築がございます。もう１つが農産物で、こ

こに写真を出しておりますヘベスの旬を捉えた

イベント等をやっていきます。

これにつきましては、大手量販店等と宮崎ブ

ランド商品のフェアとかプロモーションを通常

やってきておりました。しかしながら、コロナ

禍の３年間、なかなかそういう対面でのイベン

トや試食販売ができない状況の中で、ＳＮＳを

活用したりとか、ネットを活用したＥＣサイト

等を使った販売を通じてＰＲをしてきておりま

した。

そのような中、中小規模の飲食店等とのお付

き合い等が増えてきまして、そこにつきまして、

今回ヘベスとか日向夏とかキンカン等を使った

旬を捉えたイベントをすることで認知度の向上

を図っていきたいと。

委員が指摘されましたように、宮崎ブランド

の認知度につきましては毎年度調査をしており

まして、宮崎牛において約77.5％とか、太陽の

タマゴで50％という認知度になっております。

これを品目数を広げるということと、全体的

に認知度をアップしていくということを今回の

事業で取り組みたいと考えております。

○丸山委員 令和７年度の品目数はどれくらい

まで広げていきたいという目標を持っていらっ

しゃるのかを、分かっていれば教えてください。

○大田農業流通ブランド課長 品目数というの

は、今回特にメインに取り上げる品目というこ

とでよろしいでしょうか。

○丸山委員 はい。

○大田農業流通ブランド課長 今回は、まずヘ

ベス、日向夏、完熟きんかんたまたま、この３

つを主力に考えております。

もちろん他のブランド品目も合わせた上でプ

ロモーション等は展開していきますが、ここに

軸足を置いて実施したいと考えております。

○丸山委員 できるだけ多くの品目のブランド

確立をお願いしたいと思っておりますし、農家

の所得の向上・安定につながってほしいと思っ

ています。

あと、宮崎牛は関西や関東まではなかなか知

られていなくて、佐賀牛とかが有名になってし

まっています。物流問題を含めてもう少し積極

的に考えないと、ＰＲはやっていますが、伝え

るではなく伝わる形にしないと消費者になかな

かつながっていかないんじゃないかなと思って

います。

それをどうやって今後この事業でやっていた

だけるのか、まだ目に見えていないといいます

か、不安材料があるような気がするものです。

大消費地は東京、関東と思っているんですが、

この事業は戦略的にどこかをメインにやってい

くのか、それとも、国内全般に広げてやってい

くのか、どういうイメージで考えているのでしょ

うか。

○大田農業流通ブランド課長 今回展開するプ

ロモーション等につきましては、まず県内の方

に知っていただくということを第一に考えてお

りますので、県内で実施いたします。それに関

連しまして、同様の時期に東京、大阪、福岡で
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連動してフェア等を行うこととしております。

また、いわゆる大手量販店だけではなく、宮

崎ゆかりの店ということで宮崎出身の方がやら

れている飲食店であるとか、これまで我々と一

緒に連携してイベント等をやっていただいた飲

食店、関東で100店舗前後、大阪で46店舗前後あ

りますので、こういう飲食店の方にもお声かけ

をして、消費者が近いところにいる中小規模の

イベント等を一緒にすることで裾野を広げてい

きたいと考えております。

○丸山委員 頑張っていただきたいと思ってい

ますが、宮崎県ではこれまでブランド対策を頑

張っていますけれども、我々が県外に行ったと

きに宮崎県のものが少ないという印象を受けて

いて、県外になかなか広まっていないと感じて

います。せっかくこういう事業を立ち上げてい

ただいたのであれば、しっかりと結果が出てほ

しいなと思ってますので、いろいろなものにチャ

レンジをしていただくとありがたいと思ってい

ます。

○黒岩委員 今の18ページのところなんですけ

れども、事業の概要の（１）の①のところで、

農畜水産関連団体が一丸となった物産イベント

とありますけれども、となりますと（２）の①

のところ、補助する団体等というところについ

ては、例えば農業協同組合や漁業協同組合単体

ではなくて、いろいろな産業が入った実行委員

会のようなところを対象にしますという意味な

んでしょうか。

○大田農業流通ブランド課長 現在想定してい

るところでは、ＪＡグループの経済連等を対象

として考えたいと考えております。そこを核に、

農業団体だけではなく宮崎県漁業協同組合連合

会とか宮崎県商工会議所連合会、あと農業法人

等を含めてお声かけをしてやっていきたいと考

えています。

イメージとしては、昨年の11月にイオンモー

ル宮崎で開催しましたデリシャスマルシェとい

うことで、物産だけではなくグルメも楽しめる

ようなイベントを考えております。

○黒岩委員 この（１）の①のところで県内対

策事業とありますけれども、今回私も一般質問

で触れさせていただいたんですが、日南市が高

速道路でつながったことによって熊本県からの

旅行者が増えていますので、県内とこちらで線

引きせずに、隣県とかにもＰＲをして、隣県か

らもお客さんが来るようなイベントにしてほし

いなと思います。これはお願いでございます。

○日髙委員 22ページの「被覆資材等価格高騰

対策緊急支援事業」についてです。改善事業と

なっていますが、前年度とどこがどう変わって

いるのか。

○蛯原農業普及技術課長 改善したところは、

対象資材として路地園芸のトンネル資材が追加

になったところになります。

○日髙委員 成果指標の中に２万248戸というこ

とがありますが、これはハウスばかりではなく

路地も全部入っているわけですよね。

このハウス用の被覆資材は去年から対象資材

ということですが、去年はどれくらい実績があっ

たんですか。

○蛯原農業普及技術課長 施設園芸につきまし

ては、面積で622ヘクタール分の申請があったと

ころです。

○日髙委員 ハウスは野菜と果樹がほとんどか

なと思うんですが、622ヘクタールというのは全

体のどのくらいの割合になんですか。

そして、これは何年度からの事業ですか。

○蛯原農業普及技術課長 これは去年の６月の

補正でお願いした分になります。
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○日髙委員 23ページの真ん中の上のほうにハ

ウス用被覆資材の価格単価、ピーマン４反と書

いてありますので、90万8,000円、118万円、135

万7,000円、これを４で割った数字が大体１反く

らいの単価ということですね。

これは、だから90万8,000円だったら１反で22

万7,000円全体でかかるということですよね。

じゃあ、１反あたり２万円ぐらいが補助額とい

うことになるわけですか。

22ページの事業概要の一番上に①補助率が定

額と書いてありますね。１反当たりの定額がど

れくらいなのかを教えてください。

○蛯原農業普及技術課長 昨年までは、例えば

ビニールの外張りであれば※１平方メートル当た

り1,650円というような形で補助をしておりまし

た。今年度につきましては、どうしてもこれは

面積割りでするものですから煩雑になるという

ことで、実際購入した領収書や請求書から上昇

分の率を計算しまして、それで割り戻した分を

引いて、その差額分の２分の１という形で支出

の仕方も改善したいと考えております。

○日髙委員 分かりました。

もう一つ。これはＪＡ関係と、あと個人の事

業所がありますよね。これはそこに対する事務

的な経費について支援するんですか。

○蛯原農業普及技術課長 県からＪＡなど資材

の販売業者に補助金が行く仕組みになっていま

すが、これに対する取りまとめの事務費につき

ましては、今年度事業では計上しております。

○日髙委員 もう最後です。今年までですね。

よろしくお願いします。みんな助かると思いま

す。

○丸山委員 今のこの高騰対策についてなんで

すが、上昇分の２分の１を支給するという計算

で、申請しやすくなったかなと思いつつ、昨年

私が聞いた話の中では、サイレージ用のラップ

のときも一個一個資料を作って、写真を撮って、

忘れたころに支給金が口座に入っていたという

ことで、すごく煩雑だったようです。

ほかにも改善した点があるのかというのと、

支給金額が早く入らないと意味がないと思って

るんですが、その流れは少しでも早くなる方向

になってるのかを教えてください。

○蛯原農業普及技術課長 今委員が御指摘のと

おり、面積当たりだと手間がかかって申請が煩

雑ということで、今回は請求書や領収書を基に

上昇分を割り戻して計算する方式にしますので、

その分の手続の速さはあるかと思います。

支出につきましては、ＪＡなど販売業者を通

じて生産者のほうに補助分を支給するという形

になりますので、そこのスキームは変わりませ

んが、去年から手を挙げている業者がいますの

で、２年目の事業ということを考えますと、処

理に慣れている業者もあるでしょうし、私たち

も早くからＰＲしていきたいと思いますので、

なるだけ農家の方に早く届くように努力してま

いります。

○丸山委員 手続を領収書でできるようにして

できるだけ早くするというのは、実際に農家の

方々にはどういう形で周知するのか。つまり伝

わる形でＰＲしていくことは考えていらっしゃ

いますか。

○蛯原農業普及技術課長 ホームページである

とか、ひなたＭＡＦｉＮを通じて広くＰＲをし

ていきたいと考えてます。それと併せまして、

昨年度実際事業に取り組んでいただいた資材業

者につきましても、この事業のことについて周

知を図っていきたいと考えております。

○丸山委員 農政水産部からひなたＭＡＦｉＮ

※55ページに訂正発言あり
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という言葉がよく出るんですが、農家の方はあ

まり分かっていないものですから、はっきり言っ

て見ていないと思ってます。

だから、本当に伝わる形にしてもらって、ス

ムーズにいくから、今苦しいけれども頑張って

くださいと伝えてもらって、農家の方々に安心

して、今苦しいけれども頑張ってみようかなと

思ってもらえる事業にしていただきたいです。

○蛯原農業普及技術課長 頑張ります。

先ほど、日髙委員から施設園芸のハウスの去

年の実績について、622ヘクタールとお答えした

んですが、それが全体に対してどれぐらいの割

合かという御質問があったんですけれども、約

半分の面積になります。

○日髙委員 24ページです。今回Ｇ７宮崎農業

大臣会合で有機農業が大きくＰＲができたてよ

かったなと思います。綾町もオーガニックスク

ールができましたので、何とかうまくやってほ

しいです。

新しいオーガニックが広がってほしいなと期

待感がものすごく大きいんです。ただ、これも

相当前からやってきているけれども、やっぱり

露地ということでなかなか生産性の計画が立た

ない。そして、害虫とかいろんな問題があって

生産量が予想以上に上がらないとか、いろんな

問題があってなかなか伸びなかったところがあ

ります。

綾町が宮崎県でも一番、全国的にも先進地だ

と思っていますが、技術者や指導者がいないと

最近よく言われれます。結局、期待したほどの

技術的な回答が返ってくる人がなかなかいない

んだという話をよくされます。

ですから、この有機農業の問題についても、

今これを指導していくということになると、実

際に現在やっている方々が、先駆者として後進

に指導をしていくと。やっぱり経験がないとな

かなか指導していけない部分があるんですね。

ですから、有機農業は今後進めなくちゃいけ

ないけれども、ハードルがものすごく多いと思

うんですが、例えば県の技術職の中で、有機農

業に対して、今どれだけの人材がいるのか。

将来的にこの有機農業に対する人材が足りて

いるならいいですが多分足りていないと思うん

ですけれども、そういった指導する側の人材確

保は何か考えているのか。

それともう１点は、ＪＡとの問題ですね。綾

農協は、有機農業の町だからもう既に提携がで

きてやっておられますけれども、今後農協合併

とかいろんな問題を考えたときに、この有機農

業と農薬を取り扱っているＪＡが、今後どうやっ

てすみ分けをしながら共存していけるのか、そ

の辺のところの将来的な展望があったら、この

２点をちょっとお聞かせください。

○蛯原農業普及技術課長 まず１点目の、指導

者が技術をしっかり習得されてるのかという点

ですけれども、これにつきましては国の有機農

業の普及員向けの研修などに昨年度は３人が参

加しております。

あと、技術的な指導がどこまでできるのかと

いうお話もありましたが、例えば良質堆肥の利

用であるとか除草の省力化、お茶のクワシロカ

イガラムシを散水によって防除したりとか、ま

た病害虫の抵抗性の品種を試験場で開発したり

とかそういったことではやっているんですが、

委員の言われるとおり実践的なところが足りて

るのかというと、不十分な点もあるかと思いま

す。

今後も有機農業者の圃場での実証を基にその

普及性の評価であるとか、その技術の改良を一

緒にやりながら、良質な技術については技術の
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蓄積、普及が図れるようにマニュアル化してい

くとか、そういったことで支援をしていきたい

と考えております。

それと２点目、ＪＡとのすみ分けの話があり

ましたが、これにつきましては、ＪＡ系統につ

きましても、化学農薬等を低減した栽培技術と

いうことで宮崎ブランド、例えば宮崎エコ野菜

と、特別栽培であるとか減農薬の栽培に取り組

んでいるＪＡも多くあります。

ということで、ＪＡと有機農業が、距離的に

は遠いところもあるかもしれませんが、延長線

上には有機農業もあるのではないかと思ってお

りますので、ＪＡ系統との連携は必須と考えて

おります。

有機農業の推進とか販売について、またＪＡ

グループとも意見交換を進めていくこととして

おります。

○日髙委員 今回、食の安全保障が問題になっ

ている中で、Ｇ７が日本で行われたということ

は、我が国にとっても歴史的な意義が大きいか

なと思ってます。

そこに戦争とまではいきませんがこういう状

況になってしまったということは、今までと違

うところから新しいスタートをしないといけな

いという気持ちがあると思いますので、今まで

の経験を踏まえながら、これからいろいろな事

業を展開されていくんでしょうけれども、それ

ぞれ皆さんも新しい気持ちで、農業についてしっ

かりと考えていただくといいかなと思います。

○黒岩委員 27ページの「農業試験場研究体制

強化事業」ですけれども、非常に漠然としてい

るという感じがするんです。タイトルは体制強

化ということで、設備とか人員の話なのか、そ

れとも研究ニーズの調査なのか、イメージ的に

どういった課題を抽出して取り組もうとされて

いるのかをお聞かせください。

○蛯原農業普及技術課長 どういった調査かと

いうことなんですけれども、総合農業試験場自

体が本所と支場を合わせて５か所ということで

数も多く、研究分野も米、野菜、病害虫など多

岐にわたっております。さらに農業情勢がいろ

いろ変わる中で、試験研究に求められるニーズ

も多様化しているというのも現状でございます。

こういった中で試験場がより現場と密着、も

しくはそれぞれのニーズに対応するためにどう

いったことが必要かというのを専門機関により

客観的な調査、分析を行っていただき、国内外

の情勢、研究ニーズを的確に捉えた上で効率化

を図っていこうと考えております。

○黒岩委員 となりますと、例えばデジタル施

設園芸とかもありますけれども、そういったも

のも想定されるんでしょうか。

○蛯原農業普及技術課長 スマート農業である

とか持続可能な農業であるとか、品目だけでは

なくて、分野がまたがったような課題が多くあ

るかと思います。そういった課題に対応できる

体制なり効率化はどういったものかを調査する

ものであります。

○黒岩委員 そうなりますと26ページの成果指

標のところで、報告書の作成と記載されている

んですけれども、研究成果については次につな

げるような感じでお願いしたいなと思います。

○丸山委員 試験研究ニーズの調査ってあった

ので、これまでも恐らく様々な農家のニーズに

応えてきて、試験研究に取り組んでいたんじゃ

ないのかなと思っていますが、具体的にどうい

うふうに体制強化するのかを教えてください。

○蛯原農業普及技術課長 おっしゃるように、

ニーズにつきましては試験研究課題を設定する

上でも、県職員もしくは関係機関の方々にいろ



- 46 -

令和５年６月21日(水)

いろ聞きながら課題については設定しておりま

すし、ニーズ把握もしているところです。

今回委託という形で、民間企業に委託をする

ことにしております。今まで私たちが考えてい

ないような、外部から見て、専門的に見た上で、

何かそちらから御提案するものとかそういった

ものがあればそこもしっかり取り込んでいって、

よりいいものにしたいということで今回この事

業を出しております。

○丸山委員 ぜひニーズを調査して報告書をつ

くってもらって、そして農家にちゃんと還元し

てほしいです。私の地元にある薬草・地域作物

センターも設立してから20年近くなると思いま

すが、薬草についての実績があまりありません。

研究だけではなく、農家の所得向上にしっか

りつながっていかないと意味がありません。

今回のＧ７宮崎アクションは持続可能な農業

をつくっていきたいということだと思っていま

すので、本当に持続可能な形になるのか。今人

口減少で担い手不足ですので、子供たちが10年

後、20年先に農家になりたいという思いがある

のかを含めて、ニーズ調査をしていかないとい

けません。農業に対する試験研究だけじゃなく

て、短期的なビジョンと長期的なビジョンを持っ

てしっかり農家だけでなく地元を守る人をつ

くっていくんだという意気込みでやっていただ

きたいと思っています。

委託する民間企業は短期的ではなく長期的な

視点を持っていただきたいかなと思っているん

ですが、その辺のことまでオーダーができるん

でしょうか。

○蛯原農業普及技術課長 委員おっしゃるとお

り、様々な意見を拾うということが一番大事か

と思います。農業者や農業団体など、そういっ

た意見の聴取ということも、委託事業の中に含

めてやっていきたいと考えております。

○黒岩委員 37ページの②、肉用牛生体の輸送

体系の検証とありますが、最初ドライバーの方

の暑熱対策かなと思ったら、これは肉のほうの

暑熱対策なんですね。

実際にフェリーの中でどういう暑熱対策の検

証をされるんでしょうか。

○水野畜産振興課長 フェリーにはコンセント

がございまして、トラックに送風機をつけて回

すといった形で暑さ対策をやっていくと思って

います。

まずは、どれぐらいの温度になるのかを業者

にお願いして、測定しまして、より効率的な装

置でやっていこうかなと思っています。

○黒岩委員 ということは、そのフェリーに乗

せるためのトラックのコンテナの暑熱の検証を

することになるわけですか。

○水野畜産振興課長 そのとおりでございまし

て、暑熱と併せましてトラックの中でもふんを

するので臭いという問題があるものですから、

それについても、送風で臭いが軽減できるかど

うか、考えながらやっていこうと思っておりま

す。

○丸山委員 牛にかなりストレスがかかって、

下手したら船酔いして、さらに悪化して市場に

着いたら牛が立たなくなって、競りにもかけら

れない状況にもなることも想定もしないといけ

ないと思っています。その辺の事故があった場

合のことは考えているのか。

あと、牛の値段が安くなったりすることもあ

ると思うんですが、どう考えているんでしょう

か。

○水野畜産振興課長 この２月にうちの職員が、

トラックの出発地点から東京の市場まで行きま

して、状態を調査しました。その状況でいきま
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すと、牛については全く問題がないということ

でございました。

ただ、調査が２月だったものですから、夏場

になると特に温度の関係が出てくると思います

ので、そこは県の獣医職員もついて行くという

形で今回の実証をやって、実際に普及するに当

たっても問題がない形でやっていこうと思って

おります。

○丸山委員 フェリーでの生体輸送を令和７年

度に60件と書いてありますけれども、簡単にい

かないのではないかと。しっかりとデータが取

れないと、畜産農家はフェリーで出荷しないと

思います。

東京市場に行って本当に高く売れればいいん

ですが、本当に高くなるのかしっかり検証をし

ていただいて、畜産農家が本当にもうかる形に

していただきたいと思います。その辺の検証結

果については、早めに情報提供していただくと

ありがたいと思っています。

あと、肥育期間を２か月短縮するということ

なんですが、確かにいいことだと思っています

が、全国和牛能力共進会で６か月の子牛を肥育

農家に渡して、24か月で持ってきているという

事例もあって宮崎県では技術力があるのかもし

れませんけれども、今回、２か月短縮できるの

かが分かりません。

できるだけ早く出荷したほうが、餌代が低減

できると分かっているのに、なぜ早期出荷が進

まないのか。恐らく、おいしさが残らないから、

肥育農家としてはやっぱりちゃんと肥育をした

いよねとなっていると思っています。価格が落

ちてしまうと肥育農家は出荷しないと思ってい

るんですが、その辺の裏付けがしっかりあるの

かも含めて教えてください。

○水野畜産振興課長 実は昨日、ＪＡ宮崎経済

連の和牛の枝肉共励会がありました。これは肥

育牛が105頭出品されたわけですけれども、平均

の肥育期間は21か月でございました。

ただ、５軒の農家が18か月の肥育期間で出品

されていまして、肉質的にも枝重的にも全く問

題がなく、枝重が514キロで、脂肪交雑が11でし

たので、非常にすばらしい成績が出ているとい

うことがございました。

こういった先導的にされているところもござ

いますので、そういったところをモデルにしな

がら、しっかりとデータを取って、マニュアル

化しまして、それに基づいてこれからやられる

農家に間違いがないような形で取り組んでいき

たいと思っております。あと、１軒の肥育農家

で多くの頭数を実証するのではなく、１軒の肥

育農家で例えば５頭とか、そういうレベルから

実証を始めていきたいと思っております。

○丸山委員 畜産試験場でも、そういう研究を

やられている話も少し耳にしているんですが、

どのような成果が具体的に上がっているのか、

それが畜産農家に伝わっているのか。

枝肉共励会で短い肥育期間で出荷した方がい

らっしゃるということでしたが、データに基づ

いてやられたものなのか。

畜産試験場でどのような研究をされているの

かについて教えてください。

○林田畜産試験場長 畜産試験場のほうでも、

この飼料高騰を受けまして、早期出荷の試験に

は取り組んでいるところでございまして、今やっ

ておりますのが、26か月齢で出荷するような肥

育体系を試験中でございます。

この秋口に出荷される予定でございまして、

当然肉質、重量、脂肪の質、ＭＵＦＡあたりも

しっかり調査をしながら取り組んでいきたいと

思います。
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27か月齢というのは、国の改良増殖計画等に

も出ておりますので、ある程度の技術は見込ま

れると考えておりまして、やはり試験場として

は、それよりも肥育期間を短縮するような試験

をするところであろうと考えておりまして、以

前24か月齢の出荷も試みたところでございます。

ただ、委員御指摘のように、肉質の面で特に

有意差はなかったんですけれども、オレイン酸

がやはり低い傾向があったというようなところ

はございまして、その後の試験ですとか他県の

情報から、例えば肥育前期にしっかり粗飼料を

食い込ませるとか、あとタンパク質を増やすと

かいうような改善が必要だというような文献や

情報等もございます。現在行っておりますのは、

その辺も含めた形での研究でございまして、ま

だ生産現場のほうに下ろせるような段階ではご

ざいませんけれども、その研究成果と併せて現

場でのそういった実証あたりの数値も含めなが

ら、生産現場のほうにはつないでいければと考

えております。

○丸山委員 肥育期間を短縮することは農家に

とっていいですが、もし、おいしさが低下して

宮崎牛のブランドの価値を落とすことがあった

らおかしいと思っています。肥育期間の短縮と

肉のおいしさが並行してできるような技術の向

上をしていただいた上で、農家の経営もよくな

るような形でやっていただくようにお願いしま

す。

○本田委員 新規事業「世界に発信！宮崎牛の

おいしさＰＲ事業」ですが、メディアとＳＮＳ

と海外向けの３つのＰＲ事業ということで、こ

の３つの事業の配分がある程度決まっているの

であれば教えていただきたいです。

○水野畜産振興課長 まず、メディアを活用し

たＰＲ事業関係につきましては2,816万円、ＳＮ

Ｓを活用したＰＲにつきましては2,558万円、海

外向けの宮崎牛ＰＲにつきましては2,711万円、

それと合わせまして県の推進費としまして1,365

万円の、合わせまして9,450万円という形になっ

ております。

○本田委員 非常に今、円安傾向で、例えば１

ドルを買うのに、この前まで100円だったんです

けれども、それが140円出さないと買えないとい

う状況です。ＰＲにあたって海外の業者を使う

とこれまでどおりではいかないぐらいお金を

使ってしまう懸念があるんですけれども、その

辺をお考えかなと思って御質問しました。

○水野畜産振興課長 一応海外向けのＰＲにつ

きましては、いわゆるパートナー企業がいらっ

しゃいまして、そういった方々と協議をしなが

ら、どれぐらいの金額のものであれば向こうで

ＰＲ効果があるかということで考えております

ので、その辺は今のところは問題ないのかなと

いう感じはしております。

○本田委員 １、２の事業のほうにお力を入れ

られた方がいいかなと思ったものですから、御

質問させていただきました。円相場についても

日々変わるものだと思いますが、御注意いただ

いて施策の展開をお願いできればと思います。

○丸山委員 38ページの「第13回全国和牛能力

共進会保留対策事業」についてです。

４年前はこういった対策事業はなくて、よう

やく４年後の北海道全国和牛能力共進会に向け

て動き出していいなと思っていますが、目的が

「好成績を目指し」と書いてあるだけで、もう

一度日本一になって５連覇を目指すんだという

意気込みが弱いような気がするんです。

４連覇してますから、５連覇を目指すんだと

いう気持ちを出したほうが、私はいいんじゃな

いかなと思っていますが、いかがでしょうか。
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○水野畜産振興課長 基本的には内閣総理大臣

賞をとって５連覇というのは当然狙っていかな

いといけないと思っています。

あとは今回の対策につきまして、要は２区、

３区と言いまして、若い雌牛の部の場合につき

まして優等の主席─優等の主席ということは、

２区、３区では日本一という話になるんでしょ

うけれども、そういったところを基本的には目

指していくという形になっていますが、今のと

ころは控えめに好成績という形にさせてもらっ

ています。

○丸山委員 宮崎県はチャンピオンなんですよ。

チャンピオンらしい横綱相撲をやるんだという

気持ちが表れないと、北海道大会は遠いからも

う駄目かなと思うんじゃなくて、恐らく畜産農

家の方々も含めて改めて日本一を目指すんだと

いう形で、関連農家や関連団体としっかりやっ

ていただきたいと思っています。

あと、小林市場でも400万円近くの牛が北海道

に行ったりとか、中央市場でも400万円を超える

牛が北海道に行ったりとかしていて、北海道は

４年後に向けて、物すごく躍起になっている気

がするものです。

この事業で畜産農家が頑張ろうという意識づ

けをやってほしいと思いつつ、優良雌に対して

上限８万円となっているんですが、種雄牛対策

では10万円の別事業があると思うんです。

それと比べたときに、何で８万円なのか。先

ほどの繰り返しですが、日本一を目指す事業な

のかと思ってしまうものですから、他の事業で

は10万円で優良雌を保有する事業があるのに、

何か物足りないなという認識をしているんです。

もうちょっとこの辺を改善してほしいと感じて

しまうんですが、何か対応できるものはないの

かなと思っているところです。

○水野畜産振興課長 まず、この８万円の単価

の設定根拠につきましては、競りの前にある品

評会で優等なり、いい雌牛が競りにかけられま

すが、雌牛の競りで県内の方が買われる場合と、

県外の方が買われる場合の金額の違いを見た場

合、県外の方のほうが７万9,000円ほど高く買わ

れているということございました。

この差をなくすために、基本的に８万円とい

う形で今回単価設定をさせてもらったところで

ございます。

先ほど委員がおっしゃいました10万円という

事業につきましては、宮崎県の和牛の土台にな

ります新たな種雄牛をつくるために行っている

もので、種牛の候補になる雄牛を生ませる基礎

雌牛をつくる候補としまして、父牛とか母牛の

要件とか、かなり厳しい要件の下で選ばせてい

ただいています。あと、保留期間というか、残

していただかないといけない期間が３年間とい

う形で、長期にわたって残していただくという

ことで、一応10万円という形でさせていただい

ています。

今回の雌牛８万円につきましては、今度の全

国和牛能力共進会に向かいまして、対策の雌牛

が生まれる期間となりますので、最長でも２年

半ぐらいという形で短い期間になります。その

ため、やっぱり少し差をつけないといけないと

いうことで、一応８万円という形で少し差をつ

けさせてもらっています。

○丸山委員 今のは理屈であって、やっぱり意

欲が増さないと、４年後は負けてしまうような

気がするものですから、同等の10万円をつけて

もらったほうが、農家が本当に意欲を感じて、

北海道全国和牛能力共進会に向けての対応を

やっていけると思っています。

２区、３区の問題だと思うんですが、57頭を64
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頭に出品頭数を増やそうということなんですけ

れども、増やしても結局日本一になれないと、

意味がないと思っていますので、意味のある予

算にしていただくためには、もうちょっと工夫

していただいたほうがよいと思っています。

今後事業を展開するに当たっては、畜産農家

なり関係団体と連携をしないといけませんが、

ＪＡに聞いても全く情報は行ってない感じでし

たので、全然連携が取れていないようで非常に

心配しています。

全国和牛能力共進会に向けて1,600万円の対策

費はつくっていただいてありがたいと思ってい

るんですが、本当に日本一を取るんだという意

気込みが伝わるように知恵を出していただきた

いと思っています。

去年の10月に鹿児島県で日本一を取ったとき

は非常に感動しましたし、それが宮崎県の畜産

農家だけじゃなくて、宮崎県全体の元気にもつ

ながったと思っています。やっぱり日本一を取

るという旗印を持つべきではないのかなと思っ

ていますので、部長から何かあれば、発言をお

願いしたいと思います。

○久保農政水産部長 この事業を取り組む上で

は、日本一というのは、本当に大事なことだと

思っています。私も昨年度、全国和牛能力共進

会に実際に携わらせていただきましたが、県だ

けではできませんでした。これは本当に関係団

体も一緒に巻き込んで、農家も一緒になって関

わらないとできないと実感をしております。

ですから、この目的のところも担当課長から

控えめにという話がございましたが、ここはや

はり関係団体、まさに４回目のときがチーム宮

崎という言葉でやっておりますので、それを表

すような形で、この表現等もまた検討はしてま

いりたいと考えておりますし、また本当この事

業を構築するときには、いろんなところと検討

はしてきたわけなんですけれども、今御指摘の

あったような点も踏まえて、またいろんな関係

団体とも実際の事業の実施に当たりましては、

現場の声というか、チーム宮崎ということでしっ

かりと対応していけるように、私のほうで対応

していきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。

本当に日本一というのは、おっしゃるとおり

だと思いますので頑張ります。

○丸山委員 ぜひチーム宮崎ということで、日

本一を目指すんだという再スタートをしっかり

取り組んでいただくよう、お願いします。

○黒岩委員 57ページの「農業外国人材確保・

定着体制構築事業」の「国への目的外使用申請」

というところです。私は日南市選出なんですけ

れども、漁業研修生を市営住宅に入れたらどう

かという話がありまして、その当時市の担当者

は、それは制度上無理だということだったんで

すが、この目的外使用の見込みはどうなんでしょ

うか。

○馬場担い手農地対策課長 今回、県営住宅の

目的外使用ということで今進めているところで

ございますが、そもそも公営住宅につきまして

は、公営住宅法に基づきまして、国と地方公共

団体が協力して、住宅に困窮する低所得者に対

して安い家賃で提供しているものでございます。

今回、外国人を受け入れるに際しまして、一

番の課題が住宅問題でございます。なかなか住

宅が確保できないというところを、県営住宅に

ついても約18.8％ほど空きがあるということで、

建築住宅課と連携いたしまして、県営住宅をニ

ーズのある外国人材の住宅として活用できない

かということで、議論をしてまいりました。

その中で、国土交通省と調整が必要になって
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きますが、まず３年以上継続して応募倍率が１

未満であるとか、また、本来の入居者の入居を

阻害しないとか、地域の活性化に寄与するとか、

そういう審査の基準がある中で、目的外使用の

理由といたしましては、基幹産業である農業の

人材確保に向けまして、公営住宅を活用して本

来は家族で入るところを、県営住宅の場合は３

Ｋで６畳ほどの部屋が３つありますので、家族

ではない複数人を入れるというような目的外の

使用で県から国土交通省に申請をいたしまして、

先日６月15日に承認を一応いただいたところで

ございます。

これに向けまして、建築住宅課に分任いたし

まして、改修等を行って進めていきたいと考え

ております。

○黒岩委員 漁業関係は水産政策課になるんで

しょうか、漁民住宅とかいろいろあるものです

から、その点については、後日相談をさせてい

ただきたいと思います。

○丸山委員 県営住宅は所得の制限があって、

高原町でも所得制限で結局入れなかったとか

あったんですが、３人分の所得を合わせれば、

かなりの所得になってしまうと想像したんです

が、所得制限はどうなっているんでしょうか。

○馬場担い手農地対策課長 おっしゃるとおり、

低所得者に対する安い家賃での住宅の提供が本

来の目的でございます。

と申しましても、実際、空いている県営住宅

があるのが実態でして、そこを建築住宅課のほ

うで調整をしていただきまして、今回使わせて

もらおうとしている住宅につきましては、家賃

が１万3,300円ということで聞いております。

そこを実際、外国人材の方が３名で共同で入っ

てくることになりますが、その辺りも含めて建

築住宅課と国土交通省のほうで一応調整をして、

今回承認に至ったと伺っております。

○丸山委員 私の近くに外国人を雇用されてい

る大きな農業法人があって、特定技能とか始まっ

て良かった点と悪かった点があります。いい法

人には、別の法人から外国人が来るようですが、

住宅を含めて地域全体の環境整備が整っていな

いところは、別の法人から引き抜かれて外国人

材が逃げていくということですので、宮崎県は

こうやって一歩を踏み出したと思っています。

県内には県営住宅のみならず、市営住宅や町

営住宅もあると思いますので、その辺をしっか

りと連携していって、その地域に外国人材が残

れるようなシステムがあるようにしていただい

きたいです。

外国人労働者に安定的に居住していただくよ

うな施策を打っているけれども、実現できなかっ

たということでしたので、市町村でも余ってい

る公営住宅はあると思いますので、しっかり市

町村とも連携しながらやっていただきたいと

思っています。

続けて「県産キャビア競争力強化技術開発事

業」についてお伺いします。

この超雌というのは、商品として認めてられ

るから事業として出しているんだろうと思いま

すが、遺伝子組替えのような印象を持ってしまっ

て怖いなと思っているんですけれども、その辺

は大丈夫なのかを改めて確認させてください。

○大村水産政策課長 通常、父親と母親から子

供は遺伝子を半分ずつ受け取って生まれてくる

んですが、今回、超雌をつくる技術としまして、

雌性発生という技術を使うんですけれども、雌

性発生は父親の遺伝子を受け取らずに、母親の

遺伝子を温度刺激などによって２倍にして生ま

れさせる技術でございます。

これは、特に遺伝子を組み替えるわけでもご
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ざいませんし、持っていない遺伝子を組み入れ

るわけでもございません。また、魚、あるいは

両生類、植物もそうなんですけれども、こういっ

た雌性発生というのが何もしなくても自然界に

も起こっているような現象でございまして、例

えばギンブナという魚がいるんですが、これは

子孫を残す方法として、この雌性発生が自然界

で通常に行われているという状況でございます。

それから今回、普通にはそういう遺伝子型を

持っていない超雌をつくるんですけれども、そ

の超雌からキャビアを取るわけではなくて、超

雌に普通の雄を掛け合わせて、できた普通の雌

を養殖してキャビアを取るということで、決し

て危険なものではございません。

○丸山委員 分かりました。

これは以前テレビを見ているときに、亀が最

近雄か雌に偏って生まれているのは、水温が高

くなったからということを聞いたことがありま

すが、そのような自然界の摂理だと理解すれば

よろしいんですか。

○大村水産政策課長 本当のところは誰も分か

らないと思いますが、よく言われる話としまし

て、魚類は陸上と違って広い海に住んでいるわ

けでして、出会ったときに同性だと子供ができ

ないわけですので、そういった能力をつけていっ

たんではないかと言われております。

○丸山委員 獣医師の方と懇談会をしたときに、

ワクチンを打つ際の手数料がかなり安いという

ことでした。「人間が新型コロナでワクチンを

打ってもらうときに、かなりの費用をかけて打っ

ているのに、動物のワクチンを打つときの獣医

師の手数料が安いから、大動物に移行する獣医

師が少なくなっているんじゃないのか」と言わ

れました。

これは恐らく国からの基準があって、こうい

う手数料が示されていると思っているんですが、

手数料があまり高くなると、家畜に対するコス

トが上がって大変なのかもしれませんけれども、

獣医師確保という観点で見たときに、考え方が

これでいいのか。獣医師確保という大きな命題

を持ったときに、手数料をもっと高くしてもい

いんじゃないかという議論はされなかったのか

を教えてください。

○坂元家畜防疫対策課長 今回のこの手数料設

定ですが、70円というのは、本来県がワクチン

接種すべきところを、制度上、知事認定獣医師、

あるいは登録された飼養衛生管理者が接種する

際に、その管理費として設定したものです。

県の家畜防疫員が接種する場合は、手数料が

設定されておりますし、あと民間の獣医がワク

チン接種する場合は、それぞれの農家との間の

接種料、技術料というような設定をするところ

になりますので、接種する料金については、農

家との契約、協議の中で設定すべきものだと考

えております。

○丸山委員 この前に獣医師との懇談があった

ときに、「獣医師を確保するために、もう少し魅

力ある形にしたほうがいいですよ」ということ

を聞いたものですから、今後の獣医師確保とい

うのは、畜産県として喫緊の課題であろうと思

います。

食肉処理場の畜産の獣医師がいなくて、恐ら

く食肉処理場が回らなくなるんじゃないかとい

うぐらい、獣医師の不足が非常に顕著と話を聞

いているものですから、今後、獣医師確保に向

けてもしっかりと国も含めて協議を進めていた

だくとありがたいと思います。

○安田委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終
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了した後にお願いいたします。

○原田農政企画課長 常任委員会資料の74ペー

ジを御覧ください。

損害賠償額を定めたことについて、１件の専

決処分を行いましたので御報告いたします。

事案は、公用車による交通事故１件でござい

ます。

令和５年２月14日、日南市吾田東２丁目５番15

号、ＪＡはまゆう研修館東側駐車場におきまし

て、降車するため運転席のドアを開けたところ、

公用車の右側に駐車していた相手方の車の助手

席ドア中央付近に接触し、損傷させたものでご

ざいます。原因は、十分な周囲の安全確認を怠っ

たことによるものでございます。

損害賠償額は11万800円でありますが、県が加

入する保険から全額支払われております。

交通安全等につきましては、機会あるごとに

職員の意識高揚に努めておりますが、今後とも

一層の徹底が図られるよう、再発防止に向けま

して厳しく指導してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、75ページを御覧ください。

令和４年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてでございます。

令和４年度に議会において承認いただきまし

た繰越事業につきまして、繰越額が確定しまし

たので御報告いたします。

78ページを御覧ください。

表の一番下に記載しておりますとおり、農政

水産部全体で34事業、繰越額は124億9,959

万8,084円となっております。繰越しの主な理由

といたしましては、関係機関との調整等に日時

を要したことによるものや、事業主体において

事業が繰越しとなることによるものなどでござ

います。

続きまして、79ページを御覧ください。

令和４年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてでございます。

表の一番下に記載しておりますとおり、農政

水産部全体で７事業で、繰越額は19億1,638

万6,880円となっております。

繰越しの理由といたしましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により事業主体において

事業が繰越しとなることによるものなどでござ

います。

なお、繰越事業の執行に当たりましては、関

係機関との連携を図り早期完了に努めてまいり

ます。

○安田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項についての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、その他で何かござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 ないようでありますので、それ

では、以上をもって農政水産部を終了いたしま

す。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時12分休憩

午後３時16分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会の日程の

最終日に行うことになっておりますので、23日

金曜日に行いたいと思います。

開会時刻は13時としたいのですが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○安田委員長 それではそのように決定いたし

ます。

その他で何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 ないようですので、以上で本日

の委員会を終了いたします。

午後３時17分散会
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午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 安 田 厚 生

副 委 員 長 松 本 哲 也

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 日 髙 利 夫

委 員 本 田 利 弘

委 員 今 村 光 雄

委 員 黒 岩 保 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 飯 田 貴 久

総務課主任主事 森 口 浩 司

○安田委員長 委員会を再開いたします。

６月21日の農政水産部の答弁について、１点、

発言訂正の申出がありましたので、御報告いた

します。

日髙委員の被覆資材等価格高騰対策緊急支援

事業に関する質疑に対して、農業普及技術課長

より、「１平方メートル当たり1,650円の補助を

行っておりました」との答弁がありましたが、

正しくは「１アール当たり1,650円の補助を行っ

ておりました」とのことでありました。

以上、報告します。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時１分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決前に、

賛否も含め御意見をお伺いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、議案第３号、議案第11号につき

ましては、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、議案第３号、議案第11号につきま

しては、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。

次に、請願第１号「「森林整備を一層推進する

ため、森林の多い地域への森林環境譲与税の配

分を高めるよう譲与基準の見直しを求める意見

書」の提出を求める請願」についてであります

が、この請願の取扱いも含め、御意見はござい

ませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

令和５年６月23日(金)



- 56 -

令和５年６月23日(金)

請願第１号につきましては、採決との御意見

がございましたので、お諮りいたします。この

際、請願を採決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、請願第１号の賛否を

お諮りいたします。

請願第１号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○安田委員長 挙手全員であります。

ただいま、請願第１号が全会一致で採択とな

りましたが、この請願は意見書の提出を求める

請願であります。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時４分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

お手元に配付の「森林整備を一層推進するた

め、森林の多い地域への森林環境譲与税の配分

を高めるよう譲与基準の見直しを求める意見書

案」について、何か御意見はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時５分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

お諮りします。意見書案の内容につきまして

は、意見書案のとおり、当委員会の発議とする

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 御異議ございませんので、その

ように決定いたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はございませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時５分休憩

午後１時５分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査については、継続審査といたしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 御異議ありませんので、その旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、県外調査につきまして、11月８日から10

日に実施予定ですが、現時点で何か御意見、御

要望がありましたら、お出しいただきたいと思

います。

暫時休憩いたします。

午後１時６分休憩

午後１時７分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県外調査につきましては、７月19

日の閉会中の委員会で改めて御意見をいただき

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、７月19日に予定されております閉会中

の委員会につきまして、御意見を伺いたいと思
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います。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

○安田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、７月19日の閉会中の委員会につき

まして、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 以上で、委員会を閉会いたしま

す。

午後１時８分閉会
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